
平成 28 年度尾鷲市地域内フィーダー系統確保維持計画 

 

                      （策定年月日）平成 27年 5 月 25 日 

                       尾鷲市地域公共交通活性化協議会 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

目的 

本市は、市域の約 92％が山林で、沿岸部には変化に富んだリアス式海岸が形成され

るなど、豊かな自然環境に恵まれている一方、地区センター管内には 10 ヶ所の集落が

点在し、それぞれの地域において過疎高齢化が進行していることから、これらの各地域

の公共交通をいかにして結ぶかが重要な課題とされてきました。 

本市の公共交通機関は、鉄道、路線バス及びタクシーがその役割を担っています。鉄

道はＪＲ紀勢本線、路線バスは｢長島線｣、｢島勝線｣、｢ふれあいバス尾鷲地区｣、「ふれ

あいバス須賀利地区」、｢ふれあいバスハラソ線｣、｢ふれあいバス八鬼山線｣と、都市等

を結ぶ長距離バスが運行されています。 

少子高齢化・過疎化等の理由により、本市の高齢化率は増加傾向にあり、通勤や通学

で利用する人口も減少を続けており、公共交通サービスを維持確保していくためにはよ

り多くの市民が公共交通を利用する必要があり、まちづくりと一体となった公共交通の

利用促進が求められます。 

これを実現するために、市民ニーズに応じた生活交通を確保することを目的として、

地域公共交通確保維持改善事業に取り組んでまいります。 

 

必要性 

本市では、尾鷲市全体の公共交通の基本的な在り方を定めた「尾鷲市地域公共交通総

合連携計画」を策定し、平成 21 年度から平成 23年度の実証運行期間 3年間の中で、｢ふ

れあいバス尾鷲地区｣、｢ふれあいバスハラソ線｣、｢ふれあいバス八鬼山線｣の 3 路線に

ついて、民間路線等の幹線と有機的に連携し一体となって機能する交通ネットワークの

形成とともに、乗降調査や利用者及び市民の意見等を踏まえ、順次改善しながら、実証

運行を実施してきました。 

また、尾鷲地区と須賀利地区を結ぶ航路「尾鷲須賀利航路」については、平成 22 年

12 月に「須賀利地区にバス運行を実現する市民の会」から悪天候時に運休になりやす

い巡航船から安定した運行が望める陸路によるバス運行の実現を求める署名（署名総数

1,178 名、内須賀利地区 275 名）が提出されました。これを受け、平成 23 年度からバ

ス運行についての地区説明会等を開催し、自治体が運行する路線として、幹線路線との

交通ネットワークを形成する役割を明確にしたうえで、須賀利地区を運行する路線やダ

イヤ等を地区と協議してきました。平成 23 年度末には、須賀利地区において、巡航船
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に代わるバス運行の是非について、書面決議が行われ、平成 24 年 9 月末をもって須賀

利巡航船を廃止し、同年 10 月から須賀利地区として、島勝線とを結ぶフィーダー運行

に移行しました。 

今後も、地域公共交通ネットワーク確保のために、民間の幹線路線等も含め、これら

の路線を確保・維持していく必要があり、実証運行内容を基本とし、市内各地の地域特

性に応じた以下のフィーダーバス路線を構築します。 

●ふれあいバス尾鷲地区 

 本市市街地を中心に運行し、商業施設、観光施設の運行のほか、通院・通学の確保や

公共交通不便地域の解消を果たすとともに、幹線（南紀特急バス、南紀高速バス、JR

紀勢本線）と有機的に連携し、短距離移動においても利用可能なサービスを構築する。 

また、アンケート調査や、市内 13 地区における市政懇談会での意見交換を踏まえて

策定したふれあいバスの改善方針をもとに、平成 23 年 7 月に複雑な市街地巡回路線の

簡素化、利用者実績のほとんどないバス停を廃止するなど、路線やダイヤの一部を見直

し、利用者の利便性向上を図っている。 

平成 26 年 5 月より、バス車両の乗車口のスライドドアに乗降用の電動式補助ステッ

プを取り付け、後部座席に手すりを備え、高齢者も安心して利用できるよう利便性の向

上を図っている。 

●ふれあいバスハラソ線・八鬼山線 

 大型の商業施設、病院、高等学校等の無い地区センター管内と市街地を結ぶ路線を構

築し、買い物、通院、通学のための移動手段を確保する。 

また、市内のみならず、幹線（バス、JR）と有機的に連携することで、利用者ニーズ

にきめ細かく対応した交通ネットワークを形成する。 

 また、アンケート調査や、市内 13 地区における市政懇談会での意見交換を踏まえて

策定したふれあいバスの改善方針をもとに、平成 23 年 7 月に、鉄道との連絡を強化、

八鬼山線、ハラソ線の連携を強化するなど、路線やダイヤの一部を見直し、利用者の利

便性向上を図っている。 

平成 25 年 4 月より、三木浦漁港整備事業の完了に伴い、八鬼山線の三木浦地区の路

線を延長し停留所の増設（2 ヶ所）とともにダイヤ改正を行っている。 

 平成 25年 10 月より、ハラソ線の市街地地区における路線の一部を、公共交通不便地

域の天満地区へ変更し、停留所の増設（3ヶ所）とともにダイヤ改正を行い、利用者の

利便性の向上を図っている。 

 平成 26年 10 月より、ハラソ線にワンステップバスが導入され、利便性の向上が図ら

れている。 

●ふれあいバス須賀利地区 

 平成 24年 10 月から、須賀利巡航船に替わる新たな公共交通として、すべての便が既

存の幹線路線である島勝線へ接続するフィーダーバス路線（須賀利地区）を構築し、安

- 2 -



定した輸送サービスを確保するとともに島勝線の利用者の増加に繋げ、須賀利地区の運

行により支線としての役割を果たしながら広域幹線路線が継続的に運行できるサービ

スを提供している。 

平成 25年 8 月より、利用者の利便性の向上を図るため、ダイヤの改正を行っている。 

平成25年10月より、三重交通島勝線の時刻改正に伴いダイヤの改正を行うとともに、

停留所の増設（1ヶ所）を行っている。 

平成 27 年 4 月より、接続する島勝線への利用者に対して運賃補助を行い、利用者の

増加に向けた取り組みを行っている。 

  

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

アンケート調査（聞き取り調査）において、乗客のバス利用について満足度調査を行い 5段階に

おける評価を数値化しました。 

   各路線のデータは下記の表のとおりで、八鬼山線、須賀利地区は平成 26年に実施した４路線

（八鬼山線、ハラソ線、尾鷲地区、須賀利地区）のアンケート調査の平均値 0.81 を、を平成 30

年度には 0.83 とする目標値に設定し、また、ハラソ線、尾鷲地区についてはそれぞれ 25 年度

の 0.91、0.85 を 30 年度までの目標値に設定しました。 

公共交通利便性の市民の満足度 

項目 実績値 目標値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

八鬼山線 0.71 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77 

ハラソ線 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

尾鷲地区 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

須賀利地区 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 

０を基準とし最大値＋２、最小値－２ 

＋２：満足、＋１：おおむね満足、０：普通、－１：やや不満、－２：不満 

 

地区センター管内から尾鷲高校への通学確保 

実績値 目標値 

25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

４０％ ２８％ １５％ ３０％ ３０％ ３０％ 

 

（２）事業の効果 

  ・安心で安全な通学・通院手段の確保 

  ・民間路線とのネットワーク形成による連携路線の利用者の増加 
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３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

添付資料 ①路線図 ②時刻表 ③既存交通との整合性 ④運送事業者の決定方

法 ⑤運送事業者を選定した経緯 

 

４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付 

なお、尾鷲市から運行事業者へ委託する委託料については、運行経費から国庫補助

金額を差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

５．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

６．協議会の開催状況と主な議論  

平成 20 年度 

・平成 20 年 5 月 28 日（第 1 回）協議会設立、事業内容について協議 

・平成 20 年 9 月 18 日（第 2 回）尾鷲市地域公共交通総合連携計画（案）について協議 

・平成 20 年 11 月 19 日（第 3 回）尾鷲市地域公共交通総合連携計画（案）について協議 

・平成 21 年 1 月 29 日（第 4 回）尾鷲市地域公共交通総合連携計画（案）について協議 

事後評価について協議・承認 

・平成 21 年 3 月 19 日（第 5 回）尾鷲市地域公共交通総合連携計画及び連携計画に定め 

る実証運行について承認、翌年度の事業計画について協議 

平成 21 年度 

・平成 21 年 9 月 7 日（第 1 回）平成 20 年度決算報告、バス停設置要望について協議 

・平成 22 年 2 月 22 日（第 2 回）公共交通アンケート結果について協議 

翌年度の事業計画、事後評価について協議・承認 

平成 22 年度 

・平成 22 年 7 月 29 日（第 1 回）ふれあいバス改善方針について協議 

・平成 23 年 2 月 18 日（第 2 回）ふれあいバス改善方針について承認 

翌年度の事業計画、事後評価について協議・承認 

平成 23 年度 

・平成 23 年 6 月 28 日（第 1 回）停留所の新規設置及び移動について協議・承認 

・平成 24 年 2 月 20 日（第 2 回）翌年度の事業計画、事後評価について協議・承認 

平成 24 年度 

・平成 24 年 5 月 24 日（第 1 回）平成 23 年度決算報告、翌年度の事業計画、ネットワー
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ク計画について協議・承認 

・平成 25 年 1 月 28 日（第 2 回）翌年度事業計画、路線延長に伴う停留所の設置、ダイ

ヤ改正及びネットワーク計画の変更について 

・平成 25 年 3 月 27 日（第 3 回）自己評価とダイヤ改正について協議・承認 

平成 25 年度 

・平成 25 年 5 月 28 日（第 1 回）平成 24 年度決算報告、翌年度の事業計画、ネットワー

ク計画について協議・承認 

・平成 25 年 7 月 9 日（第 2 回）路線変更に伴う停留所の設置、ダイヤ改正及びネットワ

ーク計画の変更について協議 

・平成 26 年 3 月 24 日（第 3 回）翌年度事業計画及び予算について 

平成 26 年度 

・平成 26 年 5 月 27 日（第 1 回）平成 25 年度決算報告、翌年度の事業計画、ネットワー

ク計画について協議・承認 

・平成 27 年 2 月 18 日（第 2 回）翌年度事業計画及び予算について 

平成 27 年度 

（予定） 

・平成 27 年 5 月 25 日（第 1 回）平成 26 年度決算報告、翌年度の事業計画、フィーダー系

統確保維持計画について協議・承認 

 

７．利用者等の意見の反映 

国、県、住民代表、事業者等各関係者が参加する協議会において検討結果に基づき策

定 

 

８．協議会メンバーの構成員 

  別紙のとおり 

  

【本計画に関する担当者・連絡先】  （住 所） 三重県尾鷲市中央町１０番４３号 

（所 属） 市長公室政策調整係 

（氏 名） 濵口 久範 

（電 話） 0597-23-8134 

（e-mail） sechosei@city.owase.lg.jp 
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統）

乗合バス型

／デマンド

型の別

基準ロで

該当する

要件

基準ニで該

当する要件

（別表７のみ）

尾鷲市 (1)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～朝日町～紀伊松本）

3339.5 乗合バス型 ① ③

三重県 尾鷲市 (2)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～光ヶ丘～尾鷲駅）

2350.5 乗合バス型 ① ③

尾鷲市 尾鷲市 (3)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～朝日町～夢古道お

わせ前）

436.5 乗合バス型 ① ③

尾鷲市 (4)

尾鷲市ふれあいバス須賀利地

区（須賀利～島勝）

2487.5 乗合バス型 ① ③

三重交通 (5)

尾鷲市コミュニティバス八鬼山

線（瀬木山～三木浦～三木里

駅前）

12104 乗合バス型 ① ③

三重交通 (6)

尾鷲市コミュニティバス八鬼山

線（三木里駅前～東古江）

323.5 乗合バス型 ②（１） ③

三重交通 (7)

尾鷲市コミュニティバスハラソ

線（天満堤防～三木里駅前～

梶賀）

8468.5 乗合バス型 ① ③

6,864

6,864

国庫補助

上限額

（千円）

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

JR三木里駅にて

「紀勢本線」に接続

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

平成２８年度

確保維持事

業に要する

国庫補助額

（千円）

再

編

特

例

措

置

地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７及び別表９）

2,008

4,856

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保す

るかについて記載する。

6,864

接続する補助対象

地域間幹線系統

等と接続確保策

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続

バス停（尾鷲総合病院）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続

国庫補助金

内定申請額

（千円）

バス停（  島勝        ）にて

幹線「  島勝線      」に接続

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

都道府県

（市区町

村）

運行予定者名

運行系統名

（申請番号）

合　　　　　計
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統）

乗合バス型

／デマンド

型の別

基準ロで

該当する

要件

基準ニで該

当する要件

（別表７のみ）

尾鷲市 (1)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～朝日町～紀伊松本）

3342 乗合バス型 ① ③

三重県 尾鷲市 (2)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～光ヶ丘～尾鷲駅）

2352 乗合バス型 ① ③

尾鷲市 尾鷲市 (3)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～朝日町～夢古道お

わせ前）

437 乗合バス型 ① ③

尾鷲市 (4)

尾鷲市ふれあいバス須賀利地

区（須賀利～島勝）

2495 乗合バス型 ① ③

三重交通 (5)

尾鷲市コミュニティバス八鬼山

線（瀬木山～三木浦～三木里

駅前）

12071 乗合バス型 ① ③

三重交通 (6)

尾鷲市コミュニティバス八鬼山

線（三木里駅前～東古江）

322.5 乗合バス型 ②（１） ③

三重交通 (7)

尾鷲市コミュニティバスハラソ

線（天満堤防～三木里駅前～

梶賀）

8445 乗合バス型 ① ③

6,864

6,864

国庫補助

上限額

（千円）

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

都道府県

（市区町

村）

運行予定者名

運行系統名

（申請番号）

合　　　　　計

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保す

るかについて記載する。

6,864

接続する補助対象

地域間幹線系統

等と接続確保策

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続

バス停（尾鷲総合病院）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続

国庫補助金

内定申請額

（千円）

バス停（  島勝        ）にて

幹線「  島勝線      」に接続

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

JR三木里駅にて

「紀勢本線」に接続

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

平成２９年度

確保維持事

業に要する

国庫補助額

（千円）

再

編

特

例

措

置

地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７及び別表９）

2,010

4,854
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者（地域内フィーダー系統）

乗合バス型

／デマンド

型の別

基準ロで

該当する

要件

基準ニで該

当する要件

（別表７のみ）

尾鷲市 (1)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～朝日町～紀伊松本）

3342 乗合バス型 ① ③

三重県 尾鷲市 (2)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～光ヶ丘～尾鷲駅）

2352 乗合バス型 ① ③

尾鷲市 尾鷲市 (3)

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

（尾鷲駅～朝日町～夢古道お

わせ前）

437 乗合バス型 ① ③

尾鷲市 (4)

尾鷲市ふれあいバス須賀利地

区（須賀利～島勝）

2495 乗合バス型 ① ③

三重交通 (5)

尾鷲市コミュニティバス八鬼山

線（瀬木山～三木浦～三木里

駅前）

12071 乗合バス型 ① ③

三重交通 (6)

尾鷲市コミュニティバス八鬼山

線（三木里駅前～東古江）

322.5 乗合バス型 ②（１） ③

三重交通 (7)

尾鷲市コミュニティバスハラソ

線（天満堤防～三木里駅前～

梶賀）

8445 乗合バス型 ① ③

6,864

6,864

国庫補助

上限額

（千円）

（注）

１．「確保維持事業に要する国庫補助額（千円）」は表２における「補助対象系統の１／２」を小数点第１位（百円単位）まで記載する。

５．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

JR三木里駅にて

「紀勢本線」に接続

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

平成３０年度

確保維持事

業に要する

国庫補助額

（千円）

再

編

特

例

措

置

地域内フィーダー系統の基準適合

（別表７及び別表９）

2,010

4,854

２．「国庫補助額内定申請額（千円）」には、各運行予定者毎でまとめて表２における「国庫補助金内定申請額」を記載する。

３．「再編特例措置」には、地域公共交通再編実施計画の認定を受け、地域内フィーダー系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、「○」を記載する。

４．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保す

るかについて記載する。

6,864

接続する補助対象

地域間幹線系統

等と接続確保策

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続

バス停（尾鷲総合病院）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続

国庫補助金

内定申請額

（千円）

バス停（  島勝        ）にて

幹線「  島勝線      」に接続

国庫補助金内定申請額（千円）（合計と国庫補助上限額を比べて少ない額）

都道府県

（市区町

村）

運行予定者名

運行系統名

（申請番号）

合　　　　　計
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ふれあいバス須賀利地区路線図 ふれあいバス須賀利地区路線図 ふれあいバス須賀利地区路線図 ふれあいバス須賀利地区路線図 

1 

1 

2 

2 3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

島勝島勝島勝島勝    

漁協前漁協前漁協前漁協前    

新浜新浜新浜新浜    

荷捌き前荷捌き前荷捌き前荷捌き前    

金助前金助前金助前金助前    

旧小学校前旧小学校前旧小学校前旧小学校前    

旧小学校前～島勝 
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停留所名

東 古 江 6:32 8:05 12:00 15:50 18:55 19:14

し お 学 舎 前 6:32 0:00 0:00 8:05 12:00 15:50 18:55 19:14

新 開 地 6:32 0:00 ハラソ線 ハラソ線 0:00 8:06 12:01 15:51 18:56 19:15

八 十 川 橋 6:37 0:05 梶賀より 梶賀より 0:05 8:07 12:02 15:52 18:57 19:16

山 後 橋 6:38 0:06 9:34着 13:24着 0:06 8:08 12:03 15:53 18:58 19:17

三 木 里 駅 下 6:38 0:06 ↓ ↓ 0:06 8:09 12:04 15:54 18:59 19:18

三 木 里 駅 6:39 6:40 9:40 13:30 17:10 8:11 12:06 15:56 19:01 19:20

三 木 里 駅 下 6:40 6:41 9:41 13:31 17:11 8:12 12:07 15:57 19:02 19:21

山 後 橋 6:40 6:41 9:41 13:31 17:11 8:14 12:09 15:59 19:04 19:23

八 十 川 橋 6:41 6:42 9:42 13:32 17:12 8:29 12:24 16:14 19:19 19:38

三 木 里 6:41 6:42 9:42 13:32 17:12 8:30 12:25 16:15 19:20 19:39

病 院 前 6:42 6:43 9:43 13:33 17:13 8:31 12:26 16:16 19:21 19:40

松 原 6:42 6:43 9:43 13:33 17:13 8:32 12:27 16:17 19:22 19:41

名 柄 6:43 6:44 9:44 13:34 17:14 8:32 12:27 16:17 19:22 19:41

民 宿 前 6:43 6:44 9:44 13:34 17:14 8:33 12:28 16:18 19:23 19:42

小 脇 6:45 6:46 9:46 13:36 17:16 8:34 12:29 16:19 19:24 19:43

中 山 6:47 6:48 9:48 13:38 17:18 8:34 12:29 16:19 19:24 19:43

三 木 浦 口 6:48 6:49 9:49 13:39 17:19 8:35 12:30 16:20 19:25 19:44

市 場 前 6:48 6:49 9:49 13:39 17:19 8:36 12:31 16:21 19:26 19:45

三 木 浦 6:50 9:50 13:40 17:20 8:37 12:32 16:22 19:27 19:44

う み の 子 ぶ ん こ 前 6:51 9:51 13:41 17:21 8:38 12:33 16:23 19:28 19:46

コ ノ ワ （ 着 ） 6:52 9:52 13:42 17:22 8:44 12:39 16:29 19:34 19:52

コ ノ ワ （ 発 ） 6:49 6:53 9:53 13:43 17:23 8:45 12:40 16:30 19:35 19:53

う み の 子 ぶ ん こ 前 6:54 9:54 13:44 17:24 8:46 12:41 16:31 19:36 19:54

三 木 浦 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:47 12:42 16:32 19:37 19:55

市 場 前 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:48 12:43 16:33 19:38 19:56

三 木 浦 口 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:48 12:43 16:33 19:38 19:56

国 道 三 木 浦 6:52 6:57 9:57 13:47 17:27 8:55 12:50 16:40 19:45 20:03

三 木 小 学 校 前 6:53 6:58 9:58 13:48 17:28 8:56 12:51 16:41 19:46 20:04

早 田 峠 6:58 7:03 10:03 13:53 17:33 8:57 12:52 16:42 19:47 20:05

早 田 口 6:59 7:04 10:04 13:54 17:34 8:57 12:52 16:42 19:47 20:05

早 田 （ 着 ） 7:00 7:05 10:05 13:55 17:35 8:58 12:53 16:43 19:48 20:06

早 田 （ 発 ） 7:01 7:06 10:06 13:56 17:36 8:59 12:54 16:44 19:49 20:07

早 田 口 7:02 7:07 10:07 13:57 17:37 9:00 12:55 16:45 19:50 20:08

早 田 峠 7:02 7:07 10:07 13:57 17:37 9:01 12:56 16:46 19:51 20:09

九 鬼 駅 7:09 7:14 10:14 14:04 17:44 9:02 12:57 16:47 19:52 20:10

梅 の 輪 7:10 7:15 10:15 14:05 17:45 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

中 学 校 前 7:11 7:16 10:16 14:06 17:46 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

診 療 所 前 7:12 7:17 10:17 14:07 17:47 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

漁 業 組 合 前 7:12 7:17 10:17 14:07 17:47 9:05 13:00 16:50 19:55 20:13

九 鬼 町 （ 着 ） 7:13 7:18 10:18 14:08 17:48 9:07 13:02 16:52 19:57 20:15

九 鬼 町 （ 発 ） 7:14 7:19 10:19 14:09 17:49 9:09 13:04 16:54 19:59 20:17

漁 業 組 合 前 7:14 7:19 10:19 14:09 17:49 9:09 13:04 16:54 19:59 20:17

診 療 所 前 7:15 7:20 10:20 14:10 17:50 9:10 13:05 16:55 20:00 20:18

中 学 校 前 7:16 7:21 10:21 14:11 17:51 9:10 13:05 16:55 20:00 20:18

梅 の 輪 7:17 7:22 10:22 14:12 17:52 9:11 13:06 16:56 20:01 20:19

九 鬼 駅 7:18 7:23 10:23 14:13 17:53 9:11 13:06 16:56 20:01 20:19

国 道 矢 浜 7:33 7:38 10:38 14:28 18:08 9:12 13:07 16:57 20:02 20:20

尾 鷲 市 病 院 前 7:36 7:41 10:41 14:31 18:11 9:12 13:07 16:57 20:02 20:20

イ オ ン 前 7:37 7:42 10:42 14:32 18:12 9:13 13:08 16:58 20:03 20:08

野 地 町 7:39 7:44 10:44 14:34 18:14 ↓ ↓ ↓ 20:04 20:09

栄 町 7:40 7:45 10:45 14:35 18:15 9:35発 13:25発 17:20発 20:04 20:09

朝 日 町 7:41 7:46 10:46 14:36 18:16 ハラソ線 ハラソ線 ハラソ線 20:05 20:10

尾 鷲 港 7:42 7:47 10:47 14:37 18:17 瀬木山行き 瀬木山行き 瀬木山行き 20:10 20:15

ハ ロ ー ワ ー ク 前 7:42 7:47 10:47 14:37 18:17 20:10 20:15

瀬 木 山 7:43 7:48 10:48 14:38 18:18 20:10 20:151 東 古 江 0

1 新 開 地 5

0 し お 学 舎 前 0

1 山 後 橋 0

1 八 十 川 橋 1

1 三 木 里 駅 1

2 三 木 里 駅 下 1

15 山 後 橋 1

3 三 木 里 駅 下 0

1 三 木 里 1

1 八 十 川 橋 0

1 松 原 1

1 病 院 前 0

1 民 宿 前 2

0 名 柄 0

0 中 山 2

1 小 脇 2

1 市 場 前 0

1 三 木 浦 口 0

7 う み の 子 ぶ ん こ 前 1

1 三 木 浦 1

1 コ ノ ワ （ 着 ） 1

0 コ ノ ワ （ 発 ） 1

1 三 木 浦 1

1 う み の 子 ぶ ん こ 前 1

5 三 木 浦 口 1

1 市 場 前 0

2 三 木 小 学 校 前 7

1 国 道 三 木 浦 1

0 早 田 口 1

0 早 田 峠 0

1 早 田 （ 着 ） 1

1 早 田 （ 発 ） 1

1 早 田 峠 6

1 早 田 口 1

1 梅 の 輪 1

1 九 鬼 駅 1

1 診 療 所 前 1

0 中 学 校 前 1

2 九 鬼 町 （ 発 ） 1

2 漁 業 組 合 前 0

1 漁 業 組 合 前 0

0 九 鬼 町 （ 着 ） 1

1 中 学 校 前 1

0 診 療 所 前 1

1 九 鬼 駅 15

0 梅 の 輪 1

1 尾 鷲 市 病 院 前 1

0 国 道 矢 浜 2

0 野 地 町 1

1 イ オ ン 前 2

5 朝 日 町 1

1 栄 町 1

0 ハ ロ ー ワ ー ク 前 0

0 尾 鷲 港 1

時  分 停留所名 時  分

0 瀬 木 山

ふれあいバス八鬼山線　時刻表

平成25年5月1日～

東古江→三木里駅→三木浦→早田→漁業組合前→尾鷲市街 尾鷲市街→漁業組合前→早田→三木浦→三木里駅→東古江

区  間 時　　　　　　　　　　　刻 区  間 時　　　　　　　　　　刻
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停留所名 ※１　※２ ※１　※２ ※２

梶 賀 7:10 9:10 13:00 16:55 8:13 11:53 15:53 18:48

神 社 前 7:11 9:11 13:01 16:56 8:13 11:53 15:53 18:48

梶 賀 口 7:11 9:11 13:01 16:56 8:14 11:54 15:54 18:49

西 田 ノ 尻 7:16 9:16 13:06 17:01 8:16 11:56 15:56 18:51

逢 神 橋 7:17 9:17 13:07 17:02 8:17 11:57 15:57 18:52

曽 根 7:18 9:18 13:08 17:03 8:18 11:58 15:58 18:53

賀 田 駅 （ 着 ） 7:20 9:20 13:10 17:05 8:19 11:59 15:59 18:54

賀 田 駅 （ 発 ） 7:20 9:20 13:10 17:05 8:21 12:01 16:01 18:56

賀 田 7:21 9:21 13:11 17:06 8:22 12:02 16:02 18:57

ふ か つ ろ 7:23 9:23 13:13 17:08 8:24 12:04 16:04 18:59

南 古 江 7:25 9:25 13:15 17:10 8:38 12:18 16:18 19:13

古 江 7:26 9:26 13:16 17:11 8:39 12:19 16:19 19:14

東 古 江 7:27 9:27 13:17 17:12 8:40 12:20 16:20 19:15

し お 学 舎 前 7:27 9:27 13:17 17:12 8:40 12:20 16:20 19:15

新 開 地 7:27 9:27 13:17 17:12 8:41 12:21 16:21 19:16

八 十 川 橋 7:32 9:32 13:22 17:17 8:46 12:26 16:26 19:21

山 後 橋 7:33 9:33 13:23 17:18 8:46 12:26 16:26 19:21

三 木 里 駅 下 7:33 9:33 13:23 17:18 8:46 12:26 16:26 19:21

三 木 里 駅 （ 着 ） 7:34 9:34 13:24 17:19 8:47 12:27 16:27 19:22

三 木 里 駅 （ 発 ） 7:35 9:35 13:25 17:20 8:48 12:28 16:28 19:23

国 道 矢 浜 7:48 9:48 13:38 17:33 8:50 12:30 16:30 19:25

尾 鷲 市 病 院 前 7:51 9:51 13:41 17:36 8:52 12:32 16:32 19:27

イ オ ン 前 7:52 9:52 13:42 17:37 8:53 12:33 16:33 19:28

野 地 町 7:54 9:54 13:44 17:39 8:53 12:33 16:33 19:28

栄 町 7:55 9:55 13:45 17:40 8:55 12:35 16:35 19:30

朝 日 町 7:56 9:56 13:46 17:41 8:56 12:36 16:36 19:31

尾 鷲 港 7:57 9:57 13:47 17:42 8:57 12:37 16:37 19:32

長 浜 7:59 9:59 13:49 17:44 9:02 12:42 16:42 19:37

天 満 築 港 8:00 10:00 13:50 17:45 9:02 12:42 16:42 19:37

天 満 堤 防 8:00 10:00 13:50 17:45 9:03 12:43 16:43 19:38

平成25年10月1日平成25年10月1日平成25年10月1日平成25年10月1日

1

0

1

1

1

長 浜

0

1

1

3

時  分

0

1

2

1

賀 田 駅 （ 着 ）

5

1

0

13

1

1

2

イ オ ン 前

0

0

1

1

2

5

1

2

新 開 地

三 木 里 駅 （ 発 ）

山 後 橋

賀 田

し お 学 舎 前

野　　　　地　　　　　町

時　　　　　　　　　　　刻 区  間

停留所名

天 満 築 港

国 道 矢 浜

古 江

三 木 里 駅 （ 着 ） 14

ふれあいバスハラソ線　時刻表

時  分

梶賀→賀田駅→古江→三木里駅→尾鷲市街 尾鷲市街→三木里駅→古江→賀田駅→梶賀

1

時　　　　　　　　　　刻区  間

0

天 満 堤 防

0

1

2

2

南 古 江

0

ふ か つ ろ

1

八 十 川 橋

1

1尾 鷲 市 病 院 前

1

1

2

2

梶 賀

2曽 根

賀 田 駅 （ 発 ） 0

1

西 田 ノ 尻

逢 神 橋

0

1

2

1

三 木 里 駅 下

1

1

尾 鷲 港

朝 日 町

栄 町

2 梶 賀 口

神 社 前

1

5

0

1

5

東 古 江
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停留所名停留所名停留所名停留所名

旧小学校前 7:15 9:15 12:15 14:15 16:15

漁協前 7:16 9:16 12:16 14:16 16:16

新浜 7:16 9:16 12:16 14:16 16:16

荷捌き場前 7:17 9:17 12:17 14:17 16:17

金助前 7:18 9:18 12:18 14:18 16:18

島勝 7:30 9:30 12:30 14:30 16:30

停留所名停留所名停留所名停留所名

島勝 7:35 9:35 12:35 14:35 16:35

金助前 7:43 9:43 12:43 14:43 16:43

荷捌き場前 7:44 9:44 12:44 14:44 16:44

新浜 7:44 9:44 12:44 14:44 16:44

漁業前 7:45 9:45 12:45 14:45 16:45

旧小学校前 7:46 9:46 12:46 14:46 16:46

※日曜は運休

時　　　刻時　　　刻時　　　刻時　　　刻

平成25年10月1日

ふれあいバス須賀利地区（尾鷲方面）ふれあいバス須賀利地区（尾鷲方面）ふれあいバス須賀利地区（尾鷲方面）ふれあいバス須賀利地区（尾鷲方面）

時　　　刻時　　　刻時　　　刻時　　　刻

ふれあいバス須賀利地区（須賀利方面）ふれあいバス須賀利地区（須賀利方面）ふれあいバス須賀利地区（須賀利方面）ふれあいバス須賀利地区（須賀利方面）
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八鬼山線については、三木里駅において、JR紀勢線に接続しています。また、尾鷲総合病院前において、三重交通路線バス南紀特急バス、南紀高速バスに接続しています。　

停留所名

東 古 江 6:32 8:05 12:00 15:50 18:55 19:14

し お 学 舎 前 6:32 0:00 0:00 8:05 12:00 15:50 18:55 19:14

新 開 地 6:32 0:00 ハラソ線 ハラソ線 0:00 8:06 12:01 15:51 18:56 19:15

八 十 川 橋 6:37 0:05 梶賀より 梶賀より 0:05 8:07 12:02 15:52 18:57 19:16

山 後 橋 6:38 0:06 9:34着 13:24着 0:06 8:08 12:03 15:53 18:58 19:17

三 木 里 駅 下 6:38 0:06 ↓ ↓ 0:06 8:09 12:04 15:54 18:59 19:18

三 木 里 駅 6:39 6:40 9:40 13:30 17:10 8:11 12:06 15:56 19:01 19:20

三 木 里 駅 下 6:40 6:41 9:41 13:31 17:11 8:12 12:07 15:57 19:02 19:21

山 後 橋 6:40 6:41 9:41 13:31 17:11 8:14 12:09 15:59 19:04 19:23

八 十 川 橋 6:41 6:42 9:42 13:32 17:12 8:29 12:24 16:14 19:19 19:38

三 木 里 6:41 6:42 9:42 13:32 17:12 8:30 12:25 16:15 19:20 19:39

病 院 前 6:42 6:43 9:43 13:33 17:13 8:31 12:26 16:16 19:21 19:40

松 原 6:42 6:43 9:43 13:33 17:13 8:32 12:27 16:17 19:22 19:41

名 柄 6:43 6:44 9:44 13:34 17:14 8:32 12:27 16:17 19:22 19:41

民 宿 前 6:43 6:44 9:44 13:34 17:14 8:33 12:28 16:18 19:23 19:42

小 脇 6:45 6:46 9:46 13:36 17:16 8:34 12:29 16:19 19:24 19:43

中 山 6:47 6:48 9:48 13:38 17:18 8:34 12:29 16:19 19:24 19:43

三 木 浦 口 6:48 6:49 9:49 13:39 17:19 8:35 12:30 16:20 19:25 19:44

市 場 前 6:48 6:49 9:49 13:39 17:19 8:36 12:31 16:21 19:26 19:45

三 木 浦 6:50 9:50 13:40 17:20 8:37 12:32 16:22 19:27 19:44

う み の 子 ぶ ん こ 前 6:51 9:51 13:41 17:21 8:38 12:33 16:23 19:28 19:46

コ ノ ワ （ 着 ） 6:52 9:52 13:42 17:22 8:44 12:39 16:29 19:34 19:52

コ ノ ワ （ 発 ） 6:49 6:53 9:53 13:43 17:23 8:45 12:40 16:30 19:35 19:53

う み の 子 ぶ ん こ 前 6:54 9:54 13:44 17:24 8:46 12:41 16:31 19:36 19:54

三 木 浦 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:47 12:42 16:32 19:37 19:55

市 場 前 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:48 12:43 16:33 19:38 19:56

三 木 浦 口 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:48 12:43 16:33 19:38 19:56

国 道 三 木 浦 6:52 6:57 9:57 13:47 17:27 8:55 12:50 16:40 19:45 20:03

三 木 小 学 校 前 6:53 6:58 9:58 13:48 17:28 8:56 12:51 16:41 19:46 20:04

早 田 峠 6:58 7:03 10:03 13:53 17:33 8:57 12:52 16:42 19:47 20:05

早 田 口 6:59 7:04 10:04 13:54 17:34 8:57 12:52 16:42 19:47 20:05

早 田 （ 着 ） 7:00 7:05 10:05 13:55 17:35 8:58 12:53 16:43 19:48 20:06

早 田 （ 発 ） 7:01 7:06 10:06 13:56 17:36 8:59 12:54 16:44 19:49 20:07

早 田 口 7:02 7:07 10:07 13:57 17:37 9:00 12:55 16:45 19:50 20:08

早 田 峠 7:02 7:07 10:07 13:57 17:37 9:01 12:56 16:46 19:51 20:09

九 鬼 駅 7:09 7:14 10:14 14:04 17:44 9:02 12:57 16:47 19:52 20:10

梅 の 輪 7:10 7:15 10:15 14:05 17:45 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

中 学 校 前 7:11 7:16 10:16 14:06 17:46 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

診 療 所 前 7:12 7:17 10:17 14:07 17:47 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

漁 業 組 合 前 7:12 7:17 10:17 14:07 17:47 9:05 13:00 16:50 19:55 20:13

九 鬼 町 （ 着 ） 7:13 7:18 10:18 14:08 17:48 9:07 13:02 16:52 19:57 20:15

九 鬼 町 （ 発 ） 7:14 7:19 10:19 14:09 17:49 9:09 13:04 16:54 19:59 20:17

漁 業 組 合 前 7:14 7:19 10:19 14:09 17:49 9:09 13:04 16:54 19:59 20:17

診 療 所 前 7:15 7:20 10:20 14:10 17:50 9:10 13:05 16:55 20:00 20:18

中 学 校 前 7:16 7:21 10:21 14:11 17:51 9:10 13:05 16:55 20:00 20:18

梅 の 輪 7:17 7:22 10:22 14:12 17:52 9:11 13:06 16:56 20:01 20:19

九 鬼 駅 7:18 7:23 10:23 14:13 17:53 9:11 13:06 16:56 20:01 20:19

国 道 矢 浜 7:33 7:38 10:38 14:28 18:08 9:12 13:07 16:57 20:02 20:20

尾 鷲 市 病 院 前 7:36 7:41 10:41 14:31 18:11 9:12 13:07 16:57 20:02 20:20

イ オ ン 前 7:37 7:42 10:42 14:32 18:12 9:13 13:08 16:58 20:03 20:08

野 地 町 7:39 7:44 10:44 14:34 18:14 ↓ ↓ ↓ 20:04 20:09

栄 町 7:40 7:45 10:45 14:35 18:15 9:35発 13:25発 17:20発 20:04 20:09

朝 日 町 7:41 7:46 10:46 14:36 18:16 ハラソ線 ハラソ線 ハラソ線 20:05 20:10

尾 鷲 港 7:42 7:47 10:47 14:37 18:17 瀬木山行き 瀬木山行き 瀬木山行き 20:10 20:15

ハ ロ ー ワ ー ク 前 7:42 7:47 10:47 14:37 18:17 20:10 20:15

瀬 木 山 7:43 7:48 10:48 14:38 18:18 20:10 20:151 東 古 江 0

1 新 開 地 5

0 し お 学 舎 前 0

1 山 後 橋 0

1 八 十 川 橋 1

1 三 木 里 駅 1

2 三 木 里 駅 下 1

15 山 後 橋 1

3 三 木 里 駅 下 0

1 三 木 里 1

1 八 十 川 橋 0

1 松 原 1

1 病 院 前 0

1 民 宿 前 2

0 名 柄 0

0 中 山 2

1 小 脇 2

1 市 場 前 0

1 三 木 浦 口 0

7 う み の 子 ぶ ん こ 前 1

1 三 木 浦 1

1 コ ノ ワ （ 着 ） 1

0 コ ノ ワ （ 発 ） 1

1 三 木 浦 1

1 う み の 子 ぶ ん こ 前 1

5 三 木 浦 口 1

1 市 場 前 0

2 三 木 小 学 校 前 7

1 国 道 三 木 浦 1

0 早 田 口 1

0 早 田 峠 0

1 早 田 （ 着 ） 1

1 早 田 （ 発 ） 1

1 早 田 峠 6

1 早 田 口 1

1 梅 の 輪 1

1 九 鬼 駅 1

1 診 療 所 前 1

0 中 学 校 前 1

2 九 鬼 町 （ 発 ） 1

2 漁 業 組 合 前 0

1 漁 業 組 合 前 0

0 九 鬼 町 （ 着 ） 1

1 中 学 校 前 1

0 診 療 所 前 1

1 九 鬼 駅 15

0 梅 の 輪 1

1 尾 鷲 市 病 院 前 1

0 国 道 矢 浜 2

0 野 地 町 1

1 イ オ ン 前 2

5 朝 日 町 1

1 栄 町 1

0 ハ ロ ー ワ ー ク 前 0

0 尾 鷲 港 1

時  分 停留所名 時  分

0 瀬 木 山

ふれあいバス八鬼山線　時刻表

平成25年5月1日～

東古江→三木里駅→三木浦→早田→漁業組合前→尾鷲市街 尾鷲市街→漁業組合前→早田→三木浦→三木里駅→東古江

区  間 時　　　　　　　　　　　刻 区  間 時　　　　　　　　　　刻

JR紀勢線

新宮行（6：08着）

JR紀勢線

多気行（7：14発）

JR紀勢線

多気行（17：05着）

JR紀勢線

新宮行（9：20着）

三重交通

南紀特急バス

上り（8：08着）

三重交通

南紀高速バス

下り（15：04着）

南紀高速バス

上り（15：06着）

南紀特急バス

上り（15：18着）

三重交通

南紀特急バス

下り（18：59着）

三重交通

南紀高速バス

上り（8：36発）

三重交通

南紀高速バス

上り（12：36発）

南紀特急バス

上り（13：18発）

三重交通

南紀特急バス

下り（16：59発）

三重交通

南紀高速バス

下り（19：14発）

南紀特急バス

下り（19：36発）

三重交通

南紀特急バス

上り（7：07着）

三重交通

南紀特急バス

上り（8：08発）

三重交通

南紀特急バス

上り（11：08発）

三重交通

南紀特急バス

下り（14：56発）

三重交通

南紀特急バス

下り（18：59発）

三重交通

南紀特急バス

下り（13：59着）

三重交通

南紀特急バス

下り（16：59着）

JR紀勢線

新宮行（9：20発）

JR紀勢線

新宮行（17：31発）

多気行（17：05発）

JR紀勢線

新宮行（20：09発）

長島行（20：19発）
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停留所名

梶 賀 7:10 9:10 13:00 16:55 8:13 11:53 15:53 18:48

神 社 前 7:11 9:11 13:01 16:56 8:13 11:53 15:53 18:48

梶 賀 口 7:11 9:11 13:01 16:56 8:14 11:54 15:54 18:49

西 田 ノ 尻 7:16 9:16 13:06 17:01 8:16 11:56 15:56 18:51

逢 神 橋 7:17 9:17 13:07 17:02 8:17 11:57 15:57 18:52

曽 根 7:18 9:18 13:08 17:03 8:18 11:58 15:58 18:53

賀 田 駅 （ 着 ） 7:20 9:20 13:10 17:05 8:19 11:59 15:59 18:54

賀 田 駅 （ 発 ） 7:20 9:20 13:10 17:05 8:21 12:01 16:01 18:56

賀 田 7:21 9:21 13:11 17:06 8:22 12:02 16:02 18:57

ふ か つ ろ 7:23 9:23 13:13 17:08 8:24 12:04 16:04 18:59

南 古 江 7:25 9:25 13:15 17:10 8:38 12:18 16:18 19:13

古 江 7:26 9:26 13:16 17:11 8:39 12:19 16:19 19:14

東 古 江 7:27 9:27 13:17 17:12 8:40 12:20 16:20 19:15

し お 学 舎 前 7:27 9:27 13:17 17:12 8:40 12:20 16:20 19:15

新 開 地 7:27 9:27 13:17 17:12 8:41 12:21 16:21 19:16

八 十 川 橋 7:32 9:32 13:22 17:17 8:46 12:26 16:26 19:21

山 子 橋 7:33 9:33 13:23 17:18 8:46 12:26 16:26 19:21

三 木 里 駅 下 7:33 9:33 13:23 17:18 8:46 12:26 16:26 19:21

三 木 里 駅 （ 着 ） 7:34 9:34 13:24 17:19 8:47 12:27 16:27 19:22

三 木 里 駅 （ 発 ） 7:35 9:35 13:25 17:20 8:48 12:28 16:28 19:23

国 道 矢 浜 7:48 9:48 13:38 17:33 8:50 12:30 16:30 19:25

尾 鷲 市 病 院 前 7:51 9:51 13:41 17:36 8:52 12:32 16:32 19:27

ジ ャ ス コ 前 7:52 9:52 13:42 17:37 8:53 12:33 16:33 19:28

野 地 町 7:54 9:54 13:44 17:39 8:53 12:33 16:33 19:28

栄 町 7:55 9:55 13:45 17:40 8:55 12:35 16:35 19:30

朝 日 町 7:56 9:56 13:46 17:41 8:56 12:36 16:36 19:31

尾 鷲 港 7:57 9:57 13:47 17:42 8:57 12:37 16:37 19:32

長 浜 7:59 9:59 13:49 17:44 9:02 12:42 16:42 19:37

天 満 築 港 8:00 10:00 13:50 17:45 9:02 12:42 16:42 19:37

天 満 堤 防 8:00 10:00 13:50 17:45 9:03 12:43 16:43 19:38

時　　　　　　　　　　刻時　　　　　　　　　　　刻

賀 田 駅 （ 発 ）

西 田 ノ 尻

東 古 江

梶 賀 口

逢 神 橋

賀 田 駅 （ 着 ）

南 古 江

賀 田

し お 学 舎 前

古 江

天 満 築 港

野　　　　地　　　　　町

ジ ャ ス コ 前

ふ か つ ろ

停留所名

新 開 地

天 満 堤 防

梶賀→賀田駅→古江→三木里駅→尾鷲市街 尾鷲市街→三木里駅→古江→賀田駅→梶賀

三 木 里 駅 （ 発 ）

栄 町

③既存交通との整合性(H25.4.1～）

長 浜

尾 鷲 港

朝 日 町

尾 鷲 市 病 院 前

国 道 矢 浜

三 木 里 駅 （ 着 ）

山 子 橋

三 木 里 駅 下

梶 賀

曽 根

八 十 川 橋

ハラソ線については、賀田駅において、JR紀勢線に接続しています。また、尾鷲総合病院前において、三重交通路線バス南紀特急バス、南紀高速

バスに接続しています。

神 社 前

三重交通

南紀高速バス

上り（12：36発）

三重交通

南紀特急バス

下り（16：59発）

三重交通

南紀特急バス

下り（13：59発）

三重交通

南紀高速バス

下り（19：14発）

南紀特急バス

下り（19：36発）

三重交通

南紀高速バス

上り（17：56発）

南紀特急バス

上り（18：18発）

JR紀勢線

多気行（7：08着）

JR紀勢線

多気行（8：44着）

JR紀勢線

亀山行（16：13着）

新宮行（16：13着）

JR紀勢線

新宮行（12：23着）

JR紀勢線

長島行（14：19発）

JR紀勢線

新宮行（20：14発）

JR紀勢線

新宮行（9：25発）

JR紀勢線

新宮行（7：58発）

三重交通

南紀高速バス

下り（17：14着）

三重交通

南紀特急バス

下り（9：39着）

南紀特急バス

上り（9：37着）

三重交通

南紀特急バス

上り（8：08着）

三重交通

南紀特急バス

上り（8：08発）

三重交通

南紀高速バス

上り（7：36着）

三重交通

南紀特急バス

上り（13：37着）

三重交通

南紀高速バス

上り（8：36着）
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

尾鷲地区については、尾鷲駅において、JR紀勢線に接続しています。また、尾鷲総合病院前において、三重交通路線バス南紀特急バス、南紀高速バスに接続しています。　

③既存交通との整合性

紀

伊

松

本

～

尾

鷲

駅

17:15

17:12

17:17

17:14

17:13

17:12

17:10

17:10

17:09

17:11

17:08

17:07

17:05

17:05

17:04

17:04

16:55

16:58

17:00

17:03

14:25

11:43

11:45 13:18

14:2313:16

14:21

14:2211:42

11:41

13:15

13:14

14:20

11:40

11:40

13:13 14:20

13:13

14:18

14:1911:39

11:38

13:12

13:11

14:18

11:37

11:38

14:17

13:11

13:10

14:15

14:1611:36

11:35

13:09

13:08

14:13

11:33

11:33

14:13

13:06

13:06

14:10

13:04

13:05

13:05

14:08

14:05

11:28

11:30

11:32

11:32

尾 鷲 駅 7:45

7:42 9:02

7:43 9:03

9:05

向 井 西 7:33 8:53

矢 浜 7:37

7:32 8:52

向 井 7:33 8:53

熊 野 古 道

セ ン タ ー 前

7:32 8:52

紀 伊 松 本 7:25 8:45

椿 園 前 7:28 8:48

11:25

大 曽 根 浦 駅 前

夢古道おわせ前

7:30 8:50

二 本 松 7:35 8:55

向 井 小 学 校 前

8:57

岡 崎 野 田 7:36 8:56

国 市 7:38 8:58

7:41 9:01

栄 町

7:39 8:59

9:00

朝 日 町

主 婦 の 店 前 7:38

ハローワーク前 7:40 9:00

文 化 会 館 西

瀬 木 山

7:40

尾 鷲 港

8:58

14:12

14:12

JR紀勢線多気行 （9：14発)

特急南紀

名古屋行(10:02)

JR紀勢線

新宮行（12：00発）

JR紀勢線

特急南紀

名古屋行（13：32発）

JR紀勢線

多気行（17：24発）

三重交通 南紀特急バス

下り（9：47発）

三重交通 南紀特急バス

下り（12：07発）

三重交通 尾鷲長島線

上り（12：17発）

三重交通 南紀特急バス

上り（13：10着）

JR紀勢線

長島行（14：41発）

三重交通 南紀特急バス

上り（8：00発）

三重交通 南紀特急バス

下り（14：07着）
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18:17

18:20

17:39 18:19

尾 鷲 総 合 病 院

尾 鷲 駅

8:00

尾 鷲 駅 口 7:52

17:3710:47

光 ヶ 丘

15:57

尾

鷲

駅

～

尾

鷲

総

合

病

院

～

光

ヶ

丘

～

尾

鷲

駅

17:40

17:36

17:29

17:34

17:25

17:27

18:14

18:16

18:09

17:32 18:12

17:30 18:10

17:28

18:05

17:23 18:03

18:02

18:08

18:07

18:0017:20

17:22

16:00

15:59

12:06

12:09

12:07

15:50

15:56

15:49

15:52

15:54

15:47

15:4811:58

11:57

15:45

11:53

11:55 13:23

15:4313:21

15:40

15:4211:52

11:50 13:18

13:20

10:46

10:49

10:42

10:44

10:39

10:50

11:59

12:00

12:04

10:40

12:02

12:10

尾 鷲 総 合 病 院 8:04 9:24

10:37

10:38

10:33

10:35

10:30

8:07 9:27

大 滝 8:02 9:22

9:20

10:20

10:08

10:09

7:50 9:10

7:55 9:15

9:12 10:32

13:38

13:26

13:25

13:28

13:27

13:32

13:30

13:36

13:34

13:35

10:10

10:12

10:14

10:16

10:19

10:17

10:02

10:03

10:00

10:05

10:07

市 役 所 前 7:53 9:13

大 滝 7:57 9:17

自 動 車 学 校 前 7:59 9:19

新 田 7:58 9:18

尾 鷲 駅 8:10 9:30

イ オ ン 前 8:06 9:26

8:09 9:29野 地 町

ホ テ ル 望 月 前

JR紀勢線

多気行（7：32着）

新宮行（7：35着）

JR紀勢線

新宮行（9：02着）

JR紀勢線

南紀特急

名古屋行（10：02着）

JR紀勢線

南紀特急

勝浦行（12：44着）

JR紀勢線

南紀特急

勝浦行（15：37着）

JR紀勢線

新宮行（17：12着）

JR紀勢線

特急南紀

名古屋行（10：02発）

JR紀勢線

特急南紀

勝浦行（10：46発）

JR紀勢線

多気行（12：26発）

南紀特急

勝浦行（12：44発）

JR紀勢線

新宮行（18：35発）

JR紀勢線

亀山行（16：38発）

三重交通

南紀特急バス

上り（9：37発）

三重交通

南紀特急バス

下り（13：59発）

三重交通

南紀特急バス

上り（18：18発）

南紀特急バス

下り（18：59発）

三重交通

南紀高速バス

上り（12：36発）

南紀特急バス

下り（11：59発）

三重交通

南紀特急バス

下り（17：36発）

南紀高速バス

上り（17：56発）

三重交通

南紀特急バス

上り（11：08発）

南紀高速バス

下り（10：54発）

三重交通

南紀高速バス

上り（8：36着）

三重交通

南紀特急バス

上り（11：08着）

三重交通

南紀特急バス

上り（15：18着）

三重交通

南紀高速バス

下り（15：04着）

三重交通

南紀特急バス

下り（17：36着）

南紀高速バス

上り（17：56着）

三重交通

南紀特急バス

上り（13：18着）

南紀高速バス

下り（13：14着）

三重交通

南紀特急バス

下り（9：39着）

上り（9：37着）

三重交通

南紀高速バス

上り（7：36着）
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18:37椿 園 前 8:39

18:40

尾

鷲

駅

～

紀

伊

松

本

14:00

16:22

紀 伊 松 本 8:41 11:15 16:25

16:20

13:52

13:52

10:57

13:57

13:53

13:55

11:12

12:55

12:52

12:56

18:35

18:33

8:37 11:10

夢古道おわせ前 8:34

大 曽 根 浦 駅 前

向 井 西 8:32

8:29

瀬 木 山 8:25

二 本 松

11:07

11:01

10:59

16:17

13:50

16:17

13:49

16:05

16:08

16:15

熊 野 古 道

セ ン タ ー 前

8:33 11:08

16:181108

16:18

13:53

18:32

向 井 小 学 校 前 8:33

18:3211:07

18:33

8:30 11:05

16:1411:04

13:02

18:30

岡 崎 野 田 13:00

18:2813:48

13:00

18:29

18:2716:12

16:13

12:57

18:26

13:478:27 11:02

16:1113:46

向 井 8:32

16:10

矢 浜 8:28 11:03

文 化 会 館 西 8:25 11:00

国 市

主 婦 の 店 前 8:26

18:2513:45

11:00

ハローワーク前 8:24 10:59

18:2516:1013:45

18:2413:44

18:2416:0913:44

16:09

尾 鷲 港 8:24

18:2313:43

16:07

朝 日 町 8:23 10:58

13:42栄 町 8:22

18:2013:40尾 鷲 駅 8:20 10:55 12:50

18:22

13:03

13:04

13:02

13:03

12:58

12:55

12:54

12:54

12:53

JR紀勢線

南紀特急

勝浦行（10：46着）

JR紀勢線

多気行（12：26発）

南紀特急

勝浦行（12：44着）

JR紀勢線

南紀特急

名古屋行（13：32着）

JR紀勢線

新宮行（15：51着）

南紀特急

勝浦行（15：37着）

JR紀勢線

南紀特急

名古屋行（18：16着）

三重交通 尾鷲島勝線

上り（8：40発）

三重交通 尾鷲島勝線

上り（11：40発）

三重交通 南紀特急バス

上り（13：10発）

三重交通 尾鷲長島線

上り（16：15発）

三重交通 尾鷲長島線

上り（14：00発）
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旧小学校前
7:15 → 島勝 7:30

旧小学校前
7:46 ← 島勝 7:35

旧小学校前
9:15 → 島勝 9:30

旧小学校前
9:46 ← 島勝 9:35

旧小学校前
12:15 → 島勝 12:30

旧小学校前
12:46 ← 島勝 12:35

旧小学校前
14:15 → 島勝 14:30

旧小学校前
14:46 ← 島勝 14:35

旧小学校前
16:15 → 島勝 16:30

旧小学校前
16:46 ← 島勝 16:35

須賀利地区

須賀利地区については、島勝バス停において、三重交通路線バス島勝線に接続しています。

③既存交通との整合性

三重交通 島勝線 （7：40発）

三重交通 島勝線 （9：40発）

三重交通 島勝線 （12：40発）

三重交通 島勝線 （14：40発）

三重交通 島勝線 （16：40発）

三重交通 島勝線 （7：29着）

三重交通 島勝線 （9：29着）

三重交通 島勝線 （12：29着）

三重交通 島勝線 （14：29着）

三重交通 島勝線 （16：29着）
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④運送事業者の決定方法、⑤運送業者を選定した経緯 

 

○ふれあいバス尾鷲地区及び須賀利地区 

１．選定方法 

・プロポーザル方式により選定 

 ２．選定の経緯 

  項     目 日     程 

① 公募の周知及び公募要領等の配布 平成２７年１月１５日（木）から１月２０日（火） 

② 質問の受付期間 平成２７年１月１５日（木）から１月２１日（水） 

③ 質問への回答 平成２７年１月２２日（木） 

④ 申請書類の受付期間 平成２７年１月２３日（金）から１月２９日（木） 

⑤ 提案審査（プレゼンテーション） 平成２７年２月２日（月） 

⑥ 候補者の選定及び優秀者との交渉 平成２７年２月２日（月）から２月３日（火） 

⑦ 選定結果の通知及び公表 平成２７年２月６日（金） 

⑧ 協定の締結 平成２７年２月２０日（金） 

⑨ 業務開始 平成２７年４月１日（水） 

 ３．選定事業者 

  ・三重交通株式会社 

 

○ふれあいバス八鬼山線及びハラソ線 

 １．選定方法 

  ・随意契約 

   ４条（一般乗合旅客旅客自動車運送）許可を保有し、かつ近隣に営業所を有する事業者である。また、

急な車両のトラブルについても早急な対応が可能であるとともに安価な委託料が見込める。 

   また、現在、本市において定期路線バスを運行しており、運行におけるノウハウ、安全面での実績が

ある。 

以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号に該当するものと判断し、随意契約

といたしたい。 

２．選定の経緯 

  項     目 日     程 

① 仕様書及び見積徴収依頼の送付 平成２７年３月２３日（月） 

②業者から提出された金額が予定価格内

であったため、落札となり、契約締結 

平成２７年３月２６日（木） 

 ３．選定業者 

  ・三重交通株式会社 
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１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 7,852,412 円 円 円

2 5,526,890 円 円 円

3 1,026,853 円 円 円

4 5,165,626 円 円 円

19,571,781 円 円 円合計 17,287,629 17,287,629 17,285 千円 8,642 千円2,284,152 円 2,008千円 2,008 千円

40円. 27銭 876,518 876,518 876千円 438. 千円

9円. 32銭 4,990,597 4,990,597 4,990千円

ナ ラ

1,149,627 円

809,161 円 2,358.5 千円

2,495. 千円

150,335 円

175,029 円

ツ×1/2＝ネ

東海

40円. 27銭 6,702,785 6,702,785 6,702千円 3,351. 千円

40円. 27銭 4,717,729 4,717,729 4,717千円

補助ブ

ロック名

申請

番号

補助対象

経常費用

の見込額

補助対象

系統のキロ

当たり

経常収益

補助対象

系統の経常収

益の

見込額

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

ツヘ×ヲ以下の額：ワ ト

国庫補助金

内定申請額

（ネ又はナの

うちいずれか

少ないほうの

額）

補助対象経費 補助対象経費の1/2

ト×ヲ以上の

額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロッ

ク外乗入部分及び

同一補助ブロック

市区町村外乗入部

分以外に係るもの

復 0.0km 0.0km25.0km

6.0km

復 0.0km 0.0km

国庫補助

上限額

復 0.0km 0.0km 復 0.0km

合計 系統

100.0%

往 28.0km 往 0.0km 往 0.0km

0.0km

復 8.0km

0.0km

往 0.0km

復 0.0km

往 0.0km 往 0.0km

復 0.0km5.1km

日 回

0.0km

100.0%

往 0.0km

4

往 0.0km

100.0%

313 日 回

3 366

100.0%

平成２８年度

6.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km

復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均）

366 日 回1

2

7.8km

（平均）

循環

復 7.8km

往 7.8km

主な

経由地

終点

チ リ ヌ

計画運行回

数

系統キロ程

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

市区町村外乗入

部分のキロ程

計画実車走行キ

ロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ

ロック名

申請

番号

東海 275円. 06銭 361円. 01銭361円. 01銭361円. 01銭361円. 01銭 275円.06銭 32円.07銭

補助ブロック外乗り入

れ部分及び同一補助

ブロック市区町村外乗

り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

運行

系統名

運行系統

計画運行日数

起点

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キ

ロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））

2

 = ニ

地域キロ当たり

標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 52,231.5 経常収支率 15.18

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キ

ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2　=　ｄ

千円 営業外損益 経常損益

東海 226円. 60銭 259円. 16銭 257円. 25銭 6.81

補助対象事業者の実車走行キロ

当たり経常費用

（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝　ａ

基準期間の前々年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,797 千円 営業外収益 0 経常収益（イ”） 1,797

営業費用

12.46

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 71,011.5 経常収支率 11.91

基準期間の前年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

▲ 16,212

営業外収益 0

▲ 15,990

復 6.0km

営業損益 ▲ 15,990

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 71,011.5 経常収支率

営業費用 18,404

往 6.0km

復 5.1km

往 5.1km

2,278

営業外費用 0 経常費用（ロ） 18,268

経常損益

往 6.1km

営業収益 2,278 千円 営業外収益 0 経常収益（イ）

事業者名 尾鷲市

営業費用 18,268 千円

千円 営業外損益

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 2,192 千円

18,404千円 営業外費用

経常収益（イ’）

経常損益

2,192

0

経常費用（ロ”） 11,836

▲ 10,039

営業外損益

11,836 千円 営業外費用 0

島勝

3294

1830

1565

366

▲ 16,212 千円営業損益

営業損益 ▲ 10,039

28,548.0km

20,093.4km

3,733.2km

18,780.0km

71,154.6km

東海

366 日 回

紀伊松本

尾鷲駅 光ヶ丘 尾鷲駅

尾鷲駅 朝日町

夢古道

おわせ前

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

須賀利地区

尾鷲駅 朝日町

旧小学

校前

漁協前

表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）
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1 6,702,785 円

2 4,717,729 円

3 876,518 円

4 4,990,597 円

17,287,629 円

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付

け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め

る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載す

ること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に

係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象

期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ

る。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「補助対象系統のキロ当たり経常収益（ト）」の欄は、基準期間における各補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない

場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

合計 15,279,629 円 円 15,279,629 円 円 円％

負担額 負担割合

事業者自己負担

「その他の

者」の具体

的概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブ

ロック名

申請

番号

経常費用から

経常収益を控除

した額

損失額から国

庫補助額を控

除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者

東海

100 ％ ％ ％

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費

用（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」

及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均

値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちら

かの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）

に記載すること。
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロあたり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

東海 往 31.8 Km （平均） 往 Km （平均） 往 Km （平均）

復 31.8 Km 31.8 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 3.4 Km 往 Km 往 Km

復 3.4 Km 3.4 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 25.0 Km 往 Km 往 Km

復 25.0 Km 25.0 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 60.2 Km 往 0.0 Km 往 0.0 Km

復 60.2 Km 60.2 Km 復 0.0 Km 0.0 Km 復 0.0 Km 0.0 Km

東海

0.70%

計画運行

日数

千円

千円

41,792,806

円

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

都道府県外乗入

部分のキロ程

円

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝

ル

リ ヌ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2 = ｄ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

272円67銭

事業者名 三重交通株式会社

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 6,092,911 営業外収益 58,667 経常収益（イ） 6,151,578

営業費用 7,389,763 営業外費用 27,200 経常費用（ロ） 7,416,963

補助対象期間の

前々年度の

実車走行キロ（ハ）

22,560,126.4

経常収支率 82.94%

営業損益 △ 1,296,852 営業外損益 31,467 経常損益 △ 1,265,385

営業費用 7,216,736

基準期間の前年度

の

実車走行キロ（ハ’）

22,100,102.8

経常収支率

営業損益 △ 1,247,577 営業外損益 2,409

基準期間の前年度

の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

営業外費用 31,815 経常費用（ロ’） 7,248,551

5,969,159 営業外収益 34,224 経常収益（イ’） 6,003,383

経常損益 △ 1,245,168

82.82%

営業費用

基準期間の前々年

度の

実車走行キロ（ハ”）

22,356,471.8

経常収支率

営業損益 △ 1,337,051 営業外損益 8,209

基準期間の前々年

度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

7,212,994

81.67%

営業外費用 34,933 経常費用（ロ”） 7,247,927

5,875,943 営業外収益 43,142 経常収益（イ”） 5,919,085

経常損益 △ 1,328,842

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前々年

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前年度）

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間）

ロ”÷ハ”＝ａ ロ’÷ハ’＝ｂ ロ÷ハ＝ｃ

東海 324円19銭 327円98銭 328円76銭

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

地域キロ当たり

標準経常費用

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ｃ×（1+（d÷2））

2

 =

ニ

ホ ヘ

7,296,576 円 16,937,01624,233,592 円第3号

55,882,663 円 14,089,857

99円68銭

東海 331円06銭 361円01銭 331円06銭

ヘ×ヲ以下の額：ワ

合計

八鬼山線

366

三木浦

終点

申請

番号

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

三木里駅前

主な

経由地

東古江

補助ブ

ロック

名

41,792 20,896 千円千円

823,942 円 176,855 323.5

12,104.0

千円円 16,937,016

73,200.0366 日

100.000%

1,464.0 回

ハラソ線 天満堤防 三木里駅前 梶賀

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

ト

運行

系統名

71円06銭

円

24,208,703円

円円 647,087

30,825,129 円円 71円06銭 6,616,426 24,208,703

円

運行系統

回366

366.0 回日

ト×ヲ以上の額：カ

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

補助対象系統の経常

収益の見込額

補助対象系統のキロ当

たり経常収益

合計

第2号

円 41,792,806

第1号

Km

第1号

第2号

補助ブ

ロック

名

申請

番号

第3号

起点

三木里駅前

瀬木山

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

3系統

補助対象

経常費用

の見込額

八鬼山線

168,799.2

ツ×1/2＝ネ

千円 8,468.5

647 千円

16,937

日

ラ

24,208

ツ

円

100.000%

ナ

千円

100.000%

補助対象経費の１/２補助対象経費

国庫補助

上限額

計画実車走行キロ

ヲ

93,110.4

2,488.8

Km

Km

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック外乗入部

分及び同一補助ブロック市町村

外乗入部分以外に係るもの

国庫補助金内定申請額

（ネ又はナのうちいずれか少な

いほうの額）

計画運行

回数

1,464.0

647,087

系統キロ程

チ

補助ブロック外乗り入れ部分及

び同一補助ブロック市区町村外

乗り入れ部分以外のキロ程の

比率

Km

平成28年度分

4,856 千円 4,856 千円
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東海

0.0 ％円

負担額

第1号

647,087

損失額から国庫補助額

を控除した額

円

24,208,703 円

ム－ラ＝ウ 負担額

第2号

二×ヲ－カ＝ム

経常費用から

経常収益を

控除した額

36,936,806 円 0 円 36,936,806 円 0 円 00.0 ％ 100.0 ％ 0.0 ％

負担額 負担割合

その他の者

負担割合 負担額 負担割合

事業者自己負担

合計 41,792,806

補助ブ

ロック

名

申請

番号

円

第3号 16,937,016 円

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村

「その他の者」の具体的

概要

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

負担割合

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請

系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準

期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することがで

きる。）

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、基準期間の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ｃ）の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の

前々年度（ａ）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領
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１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 7,830,958 円 円 円

2 5,511,789 円 円 円

3 1,024,048 円 円 円

4 5,165,626 円 円 円

19,532,421 円 円 円

表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

須賀利地区

尾鷲駅 朝日町

旧小学

校前

漁協前

紀伊松本

尾鷲駅 光ヶ丘 尾鷲駅

尾鷲駅 朝日町

夢古道

おわせ前

28,470.0km

20,038.5km

3,723.0km

18,780.0km

71,011.5km

東海

365 日 回

島勝

3285

1825

1565

365

▲ 16,212 千円営業損益

営業損益 ▲ 10,039

営業外損益

11,836 千円 営業外費用 0

経常損益

2,192

0

経常費用（ロ”） 11,836

▲ 10,039

営業収益 2,192 千円

18,404千円 営業外費用

経常収益（イ’）

事業者名 尾鷲市

営業費用 18,268 千円

千円 営業外損益

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 2,278 千円 営業外収益 0 経常収益（イ）

往 6.0km

復 5.1km

往 5.1km

2,278

営業外費用 0 経常費用（ロ） 18,268

経常損益

往 6.1km

▲ 15,990

復 6.0km

営業損益 ▲ 15,990

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 71,011.5 経常収支率

営業費用 18,404

12.46

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 71,011.5 経常収支率 11.91

基準期間の前年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

▲ 16,212

営業外収益 0

基準期間の前々年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,797 千円 営業外収益 0 経常収益（イ”） 1,797

営業費用

千円 営業外損益 経常損益

東海 226円. 60銭 259円. 16銭 257円. 25銭 6.81

補助対象事業者の実車走行キロ

当たり経常費用

（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝　ａ

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 52,231.5 経常収支率 15.18

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キ

ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2　=　ｄ

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キ

ロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））

2

 = ニ

地域キロ当たり

標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

東海 275円. 06銭 361円. 01銭361円. 01銭361円. 01銭361円. 01銭 275円.06銭 32円.07銭

補助ブロック外乗り入

れ部分及び同一補助

ブロック市区町村外乗

り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

運行

系統名

運行系統

計画運行日数

起点

計画実車走行キ

ロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ

ロック名

申請

番号

主な

経由地

終点

チ リ ヌ

計画運行回

数

系統キロ程

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

市区町村外乗入

部分のキロ程

365 日 回1

2

7.8km

（平均）

循環

復 7.8km

往 7.8km

0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均）

100.0%

平成２９年度

6.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km

復 0.0km

4

往 0.0km

100.0%

313 日 回

3 365

5.1km

日 回

0.0km

100.0%

往 0.0km

0.0km

復 8.0km

0.0km

往 0.0km

復 0.0km

往 0.0km 往 0.0km

復 0.0km

往 28.0km 往 0.0km 往 0.0km

合計 系統

25.0km

6.0km

復 0.0km 0.0km

国庫補助

上限額

復 0.0km 0.0km 復 0.0km

100.0%

国庫補助金

内定申請額

（ネ又はナの

うちいずれか

少ないほうの

額）

補助対象経費 補助対象経費の1/2

ト×ヲ以上の

額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロッ

ク外乗入部分及び

同一補助ブロック

市区町村外乗入部

分以外に係るもの

復 0.0km 0.0km

4,704千円

補助ブ

ロック名

申請

番号

補助対象

経常費用

の見込額

補助対象

系統のキロ

当たり

経常収益

補助対象

系統の経常収

益の

見込額

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

ツヘ×ヲ以下の額：ワ ト ツ×1/2＝ネ

東海

40円. 27銭 6,684,472 6,684,472 6,684千円 3,342. 千円

40円. 27銭 4,704,839 4,704,839

ナ ラ

1,146,486 円

806,950 円 2,352. 千円

2,495. 千円

149,925 円

175,029 円

40円. 27銭 874,123 874,123 874千円 437. 千円

9円. 32銭 4,990,597 4,990,597 4,990千円

2,010千円 2,010 千円合計 17,254,031 17,254,031 17,252 千円 8,626 千円2,278,390 円
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1 6,684,472 円

2 4,704,839 円

3 874,123 円

4 4,990,597 円

17,254,031 円 100 ％ ％ ％

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費

用（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」

及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均

値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちら

かの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）

に記載すること。

東海

補助ブ

ロック名

申請

番号

経常費用から

経常収益を控除

した額

損失額から国

庫補助額を控

除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の

者」の具体

的概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

合計 15,244,031 円 円 15,244,031 円 円 円％

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に

係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象

期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ

る。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「補助対象系統のキロ当たり経常収益（ト）」の欄は、基準期間における各補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない

場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付

け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め

る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載す

ること。
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロあたり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

東海 往 31.8 Km （平均） 往 Km （平均） 往 Km （平均）

復 31.8 Km 31.8 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 3.4 Km 往 Km 往 Km

復 3.4 Km 3.4 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 25.0 Km 往 Km 往 Km

復 25.0 Km 25.0 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 60.2 Km 往 0.0 Km 往 0.0 Km

復 60.2 Km 60.2 Km 復 0.0 Km 0.0 Km 復 0.0 Km 0.0 Km

東海

0.70%

計画運行

日数

千円

千円

41,678,618

円

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

都道府県外乗入

部分のキロ程

円

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝

ル

リ ヌ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2 = ｄ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

272円67銭

事業者名 三重交通株式会社

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 6,092,911 営業外収益 58,667 経常収益（イ） 6,151,578

営業費用 7,389,763 営業外費用 27,200 経常費用（ロ） 7,416,963

補助対象期間の

前々年度の

実車走行キロ（ハ）

22,560,126.4

経常収支率 82.94%

営業損益 △ 1,296,852 営業外損益 31,467 経常損益 △ 1,265,385

営業費用 7,216,736

基準期間の前年度

の

実車走行キロ（ハ’）

22,100,102.8

経常収支率

営業損益 △ 1,247,577 営業外損益 2,409

基準期間の前年度

の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

営業外費用 31,815 経常費用（ロ’） 7,248,551

5,969,159 営業外収益 34,224 経常収益（イ’） 6,003,383

経常損益 △ 1,245,168

82.82%

営業費用

基準期間の前々年

度の

実車走行キロ（ハ”）

22,356,471.8

経常収支率

営業損益 △ 1,337,051 営業外損益 8,209

基準期間の前々年

度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

7,212,994

81.67%

営業外費用 34,933 経常費用（ロ”） 7,247,927

5,875,943 営業外収益 43,142 経常収益（イ”） 5,919,085

経常損益 △ 1,328,842

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前々年

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前年度）

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間）

ロ”÷ハ”＝ａ ロ’÷ハ’＝ｂ ロ÷ハ＝ｃ

東海 324円19銭 327円98銭 328円76銭

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

地域キロ当たり

標準経常費用

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ｃ×（1+（d÷2））

2

 =

ニ

ホ ヘ

7,276,640 円 16,890,74024,167,380 円第3号

55,729,977 円 14,051,359

99円68銭

東海 331円06銭 361円01銭 331円06銭

ヘ×ヲ以下の額：ワ

合計

八鬼山線

365

三木浦

終点

申請

番号

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

三木里駅前

主な

経由地

東古江

補助ブ

ロック

名

41,677 20,838 千円千円

821,690 円 176,371 322.5

12,071.0

千円円 16,890,740

73,000.0365 日

100.000%

1,460.0 回

ハラソ線 天満堤防 三木里駅前 梶賀

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

ト

運行

系統名

71円06銭

円

24,142,559円

円円 645,319

30,740,907 円円 71円06銭 6,598,348 24,142,559

円

運行系統

回365

365.0 回日

ト×ヲ以上の額：カ

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

補助対象系統の経常

収益の見込額

補助対象系統のキロ当

たり経常収益

合計

第2号

円 41,678,618

第1号

Km

第1号

第2号

補助ブ

ロック

名

申請

番号

第3号

起点

三木里駅前

瀬木山

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

3系統

補助対象

経常費用

の見込額

八鬼山線

168,338.0

ツ×1/2＝ネ

千円 8,445.0

645 千円

16,890

日

ラ

24,142

ツ

円

100.000%

ナ

千円

100.000%

補助対象経費の１/２補助対象経費

国庫補助

上限額

計画実車走行キロ

ヲ

92,856.0

2,482.0

Km

Km

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック外乗入部

分及び同一補助ブロック市町村

外乗入部分以外に係るもの

国庫補助金内定申請額

（ネ又はナのうちいずれか少な

いほうの額）

計画運行

回数

1,460.0

645,319

系統キロ程

チ

補助ブロック外乗り入れ部分及

び同一補助ブロック市区町村外

乗り入れ部分以外のキロ程の

比率

Km

平成29年度分

4,854 千円 4,854 千円
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東海

0.0 ％円

負担額

第1号

645,319

損失額から国庫補助額

を控除した額

円

24,142,559 円

ム－ラ＝ウ 負担額

第2号

二×ヲ－カ＝ム

経常費用から

経常収益を

控除した額

36,824,618 円 0 円 36,824,618 円 0 円 00.0 ％ 100.0 ％ 0.0 ％

負担額 負担割合

その他の者

負担割合 負担額 負担割合

事業者自己負担

合計 41,678,618

補助ブ

ロック

名

申請

番号

円

第3号 16,890,740 円

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村

「その他の者」の具体的

概要

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

負担割合

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請

系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準

期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することがで

きる。）

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、基準期間の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ｃ）の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の

前々年度（ａ）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領
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１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 7,830,958 円 円 円

2 5,511,789 円 円 円

3 1,024,048 円 円 円

4 5,165,626 円 円 円

19,532,421 円 円 円合計 17,254,031 17,254,031 17,252 千円 8,626 千円2,278,390 円 2,010千円 2,010 千円

40円. 27銭 874,123 874,123 874千円 437. 千円

9円. 32銭 4,990,597 4,990,597 4,990千円

ナ ラ

1,146,486 円

806,950 円 2,352. 千円

2,495. 千円

149,925 円

175,029 円

東海

40円. 27銭 6,684,472 6,684,472 6,684千円 3,342. 千円

40円. 27銭 4,704,839 4,704,839 4,704千円

補助ブ

ロック名

申請

番号

補助対象

経常費用

の見込額

補助対象

系統のキロ

当たり

経常収益

補助対象

系統の経常収

益の

見込額

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

ツヘ×ヲ以下の額：ワ ト

補助対象経費 補助対象経費の1/2

ト×ヲ以上の

額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロッ

ク外乗入部分及び

同一補助ブロック

市区町村外乗入部

分以外に係るもの

復 0.0km 0.0km

ツ×1/2＝ネ

6.0km

復 0.0km 0.0km

国庫補助

上限額

復 0.0km 0.0km 復 0.0km

100.0%

国庫補助金

内定申請額

（ネ又はナの

うちいずれか

少ないほうの

額）

合計 系統

往 28.0km 往 0.0km 往 0.0km

25.0km

0.0km

復 8.0km

0.0km

往 0.0km

復 0.0km

往 0.0km 往 0.0km

復 0.0km5.1km

日 回

0.0km

100.0%

往 0.0km

4

往 0.0km

100.0%

313 日 回

3 365

100.0%

平成３０年度

6.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km

復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均）

365 日 回1

2

7.8km

（平均）

循環

復 7.8km

往 7.8km

主な

経由地

終点

チ リ ヌ

計画運行回

数

系統キロ程

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

市区町村外乗入

部分のキロ程

計画実車走行キ

ロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ

ロック名

申請

番号

東海 275円. 06銭 361円. 01銭361円. 01銭361円. 01銭361円. 01銭 275円.06銭 32円.07銭

補助ブロック外乗り入

れ部分及び同一補助

ブロック市区町村外乗

り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

運行

系統名

運行系統

計画運行日数

起点

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キ

ロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））

2

 = ニ

地域キロ当たり

標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 52,231.5 経常収支率 15.18

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行キ

ロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2　=　ｄ

千円 営業外損益 経常損益

東海 226円. 60銭 259円. 16銭 257円. 25銭 6.81

補助対象事業者の実車走行キロ

当たり経常費用

（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝　ａ

基準期間の前々年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,797 千円 営業外収益 0 経常収益（イ”） 1,797

営業費用

12.46

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 71,011.5 経常収支率 11.91

基準期間の前年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

▲ 16,212

営業外収益 0

▲ 15,990

復 6.0km

営業損益 ▲ 15,990

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 71,011.5 経常収支率

営業費用 18,404

往 6.0km

復 5.1km

往 5.1km

2,278

営業外費用 0 経常費用（ロ） 18,268

経常損益

往 6.1km

営業収益 2,278 千円 営業外収益 0 経常収益（イ）

事業者名 尾鷲市

営業費用 18,268 千円

千円 営業外損益

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 2,192 千円

18,404千円 営業外費用

経常収益（イ’）

経常損益

2,192

0

経常費用（ロ”） 11,836

▲ 10,039

営業外損益

11,836 千円 営業外費用 0

島勝

3285

1825

1565

365

▲ 16,212 千円営業損益

営業損益 ▲ 10,039

28,470.0km

20,038.5km

3,723.0km

18,780.0km

71,011.5km

東海

365 日 回

紀伊松本

尾鷲駅 光ヶ丘 尾鷲駅

尾鷲駅 朝日町

夢古道

おわせ前

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバ

ス

須賀利地区

尾鷲駅 朝日町

旧小学

校前

漁協前

表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）
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1 6,684,472 円

2 4,704,839 円

3 874,123 円

4 4,990,597 円

17,254,031 円

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付

け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表６（附則第３条の適用を受ける事業者にあっては別表28）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定め

る期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節及び第５節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載す

ること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に

係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象

期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ

る。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

16.「補助対象系統のキロ当たり経常収益（ト）」の欄は、基準期間における各補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない

場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

合計 15,244,031 円 円 15,244,031 円 円 円％

負担額 負担割合

事業者自己負担

「その他の

者」の具体

的概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブ

ロック名

申請

番号

経常費用から

経常収益を控除

した額

損失額から国

庫補助額を控

除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者

東海

100 ％ ％ ％

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費

用（ｃ）」の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前々年度）（a）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」

及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均

値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちら

かの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）

に記載すること。
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロあたり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

東海 往 31.8 Km （平均） 往 Km （平均） 往 Km （平均）

復 31.8 Km 31.8 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 3.4 Km 往 Km 往 Km

復 3.4 Km 3.4 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 25.0 Km 往 Km 往 Km

復 25.0 Km 25.0 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 60.2 Km 往 0.0 Km 往 0.0 Km

復 60.2 Km 60.2 Km 復 0.0 Km 0.0 Km 復 0.0 Km 0.0 Km

東海

0.70%

計画運行

日数

千円

千円

41,678,618

円

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

都道府県外乗入

部分のキロ程

円

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝

ル

リ ヌ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2 = ｄ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

272円67銭

事業者名 三重交通株式会社

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 6,092,911 営業外収益 58,667 経常収益（イ） 6,151,578

営業費用 7,389,763 営業外費用 27,200 経常費用（ロ） 7,416,963

補助対象期間の

前々年度の

実車走行キロ（ハ）

22,560,126.4

経常収支率 82.94%

営業損益 △ 1,296,852 営業外損益 31,467 経常損益 △ 1,265,385

営業費用 7,216,736

基準期間の前年度

の

実車走行キロ（ハ’）

22,100,102.8

経常収支率

営業損益 △ 1,247,577 営業外損益 2,409

基準期間の前年度

の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

営業外費用 31,815 経常費用（ロ’） 7,248,551

5,969,159 営業外収益 34,224 経常収益（イ’） 6,003,383

経常損益 △ 1,245,168

82.82%

営業費用

基準期間の前々年

度の

実車走行キロ（ハ”）

22,356,471.8

経常収支率

営業損益 △ 1,337,051 営業外損益 8,209

基準期間の前々年

度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

7,212,994

81.67%

営業外費用 34,933 経常費用（ロ”） 7,247,927

5,875,943 営業外収益 43,142 経常収益（イ”） 5,919,085

経常損益 △ 1,328,842

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前々年

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前年度）

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間）

ロ”÷ハ”＝ａ ロ’÷ハ’＝ｂ ロ÷ハ＝ｃ

東海 324円19銭 327円98銭 328円76銭

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

地域キロ当たり

標準経常費用

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ｃ×（1+（d÷2））

2

 =

ニ

ホ ヘ

7,276,640 円 16,890,74024,167,380 円第3号

55,729,977 円 14,051,359

99円68銭

東海 331円06銭 361円01銭 331円06銭

ヘ×ヲ以下の額：ワ

合計

八鬼山線

365

三木浦

終点

申請

番号

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

三木里駅前

主な

経由地

東古江

補助ブ

ロック

名

41,677 20,838 千円千円

821,690 円 176,371 322.5

12,071.0

千円円 16,890,740

73,000.0365 日

100.000%

1,460.0 回

ハラソ線 天満堤防 三木里駅前 梶賀

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

ト

運行

系統名

71円06銭

円

24,142,559円

円円 645,319

30,740,907 円円 71円06銭 6,598,348 24,142,559

円

運行系統

回365

365.0 回日

ト×ヲ以上の額：カ

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

補助対象系統の経常

収益の見込額

補助対象系統のキロ当

たり経常収益

合計

第2号

円 41,678,618

第1号

Km

第1号

第2号

補助ブ

ロック

名

申請

番号

第3号

起点

三木里駅前

瀬木山

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

3系統

補助対象

経常費用

の見込額

八鬼山線

168,338.0

ツ×1/2＝ネ

千円 8,445.0

645 千円

16,890

日

ラ

24,142

ツ

円

100.000%

ナ

千円

100.000%

補助対象経費の１/２補助対象経費

国庫補助

上限額

計画実車走行キロ

ヲ

92,856.0

2,482.0

Km

Km

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック外乗入部

分及び同一補助ブロック市町村

外乗入部分以外に係るもの

国庫補助金内定申請額

（ネ又はナのうちいずれか少な

いほうの額）

計画運行

回数

1,460.0

645,319

系統キロ程

チ

補助ブロック外乗り入れ部分及

び同一補助ブロック市区町村外

乗り入れ部分以外のキロ程の

比率

Km

平成30年度分

4,854 千円 4,854 千円
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東海

0.0 ％円

負担額

第1号

645,319

損失額から国庫補助額

を控除した額

円

24,142,559 円

ム－ラ＝ウ 負担額

第2号

二×ヲ－カ＝ム

経常費用から

経常収益を

控除した額

36,824,618 円 0 円 36,824,618 円 0 円 00.0 ％ 100.0 ％ 0.0 ％

負担額 負担割合

その他の者

負担割合 負担額 負担割合

事業者自己負担

合計 41,678,618

補助ブ

ロック

名

申請

番号

円

第3号 16,890,740 円

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村

「その他の者」の具体的

概要

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

負担割合

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請

系統の往・復の平均値の合計を記載すること。なお、循環系統については、往又は復のどちらかの欄にキロ程を記載し、もう片方の欄に「循環」と記載する等、循環系統であることがわかるようにすること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準

期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通確保維持改善計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することがで

きる。）

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、基準期間の各系統におけるキロ当たり経常収益の実績により算出すること。なお、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

18.「キロ当たり経常費用（ヘ）」の算出に当たり、再編特例により、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ニ）」を、基準期間における「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（ｃ）の実績値とする場合には、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の

前々年度（ａ）」、「補助対象事業者の実車走行キロ当たり経常費用（基準期間の前年度）（ｂ）」及び「平均増減率（ｄ）」は記載しないこと。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領

- 34 -



平成25年10月～平成26年9月

ふれあいバス

尾鷲地区

ふれあいバス

須賀利地区

ふれあいバス

八鬼山線

ふれあいバス

ハラソ線

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,440人 155人 2,337人 1,787人 5,719人

運賃収入 177,450円 14,150円 703,121円 767,073円 1,661,794円

運行日数 30日 26日 30日 30日 －

乗車人員 1,428人 195人 1,857人 1,485人 4,965人

運賃収入 177,901円 18,050円 597,161円 683,044円 1,476,156円

運行日数 31日 26日 31日 31日 －

乗車人員 1,375人 257人 2,299人 1,566人 5,497人

運賃収入 178,210円 20,301円 674,238円 729,741円 1,602,490円

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,210人 193人 1,801人 1,562人 4,766人

運賃収入 148,712円 13,900円 551,151円 682,580円 1,396,343円

運行日数 28日 24日 28日 28日 －

乗車人員 1,266人 160人 1,661人 1,264人 4,351人

運賃収入 158,925円 11,800円 493,542円 579,732円 1,243,999円

運行日数 31日 26日 31日 31日 －

乗車人員 1,342人 210人 2,199人 1,278人 5,029人

運賃収入 178,801円 17,801円 616,808円 602,180円 1,415,590円

運行日数 30日 26日 30日 30日 －

乗車人員 1,301人 195人 2,038人 1,258人 4,792人

運賃収入 151,214円 14,300円 624,000円 545,680円 1,335,194円

運行日数 31日 26日 31日 31日 －

乗車人員 1,344人 239人 2,018人 1,344人 4,945人

運賃収入 178,000円 13,600円 639,955円 628,581円 1,460,136円

運行日数 30日 25日 30日 30日 －

乗車人員 1,359人 164人 1,765人 1,461人 4,749人

運賃収入 179,750円 13,600円 537,375円 638,641円 1,369,366円

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,528人 182人 2,010人 1,405人 5,125人

運賃収入 189,060円 10,400円 568,966円 635,960円 1,404,386円

運行日数 31日 26日 31日 31日 －

乗車人員 1,489人 216人 1,908人 1,761人 5,374人

運賃収入 209,911円 14,055円 603,731円 680,946円 1,508,643円

運行日数 30日 27日 30日 30日 －

乗車人員 1,440人 202人 2,108人 1,282人 5,032人

運賃収入 175,250円 13,200円 599,841円 573,162円 1,361,453円

運行日数 365日 313日 365日 365日 －

乗車人員 16,522人 2,368人 24,001人 17,453人 60,344人

運賃収入 2,103,184円 175,157円 7,209,889円 7,747,320円 17,235,550円

運行費用 11,203,684円 7,064,799円 23,100,095円 18,967,905円 60,336,483円

収支率 18.77% 2.48% 31.21% 40.84% 28.57%

市負担 6,845,182円 6,035,465円 11,550,499円 7,060,376円 31,491,521円

　運賃収入２，１０３，６８４円÷実車走行キロ５２，２３１．５㎞＝４０．２７円／㎞

　運賃収入１７５，１５７円÷実車走行キロ１８，７８０＝９．３２円／㎞

１２月

H26ふれあいバス輸送実績一覧表H26ふれあいバス輸送実績一覧表H26ふれあいバス輸送実績一覧表H26ふれあいバス輸送実績一覧表

事業者名 尾鷲市 三重交通

合計

７月

項　　目

5月

6月

4月

１０月

３月

２月

１月

１１月

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバス須賀利地区

９月

８月

合計
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域の内訳

　国庫補助上限額の算定

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

（２）添付書類

１． 人口集中地区以外の地区及び交通不便地域の区分が分かる地図

（ただし、全域が交通不便地域となる場合には省略可）

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し

ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域」の欄は、過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎地域（過疎地域

とみなされる市町村、過疎とみなされる区域を含む。）、離島振興法に基づく離島振興

対策実施地域、半島振興法に基づく半島振興対策実施地域、山村振興法に基づく振

興山村に該当する地域の人口及び実施要領（２．（１）⑫）に基づき地方運輸局長等が

指定する交通不便地域の人口の合計（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が上記３．に掲げる法律（根拠法）に基づき

地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名等を記載すること。

また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域が存在する場合には、該当する区域

名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と

記載すること。

対　象　人　口 算定式 国庫補助上限額

19,321 対象人口 × ２００ 円 ＋ ３００ 万 6,864,000

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する

交通不便地域の場合は、申請する事業年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳

を基に記載すること。

※なお、実施要領等で別に定める場合は、それによること。

人　口 対象地区 根拠法

19,321 尾鷲市全域 過疎地域自立促進特別措置法

交通不便地域

市町村名 尾鷲市

人　口

人口集中地区以外 8,401

19,321
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[委員][委員][委員][委員]

氏　名 団体名等 役　職 備考

林　幸喜 副市長 会　長

豊福　裕二 三重大学人文学部　教授 座長

岩本　芳和 区長会会長　早田区長（利用者代表） 副会長

北村　芳文 自治連合会副会長（利用者代表） 監事

上村　隼右 老人クラブ連合会　会長（利用者代表） 監事

上村　紀美男 区長会副会長　三木浦町内会長（利用者代表）

田垣　雅伸 三重交通株式会社　南紀営業所長

石井　康男

三重県旅客自動車協会 紀北支部長

株式会社クリスタルタクシー尾鷲営業所長

野村　秀海 三交南紀交通労働組合副執行委員長

加藤　恒昭

国土交通省中部運輸局三重運輸支局

首席運輸企画専門官

名古　勉 尾鷲警察署交通課長

福田　由佳 三重県地域連携部交通政策課長

田中　聡

国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所

尾鷲維持出張所長

柘植　武志 三重県尾鷲建設事務所長

[事務局][事務局][事務局][事務局]

氏　名 団体名等 役　職 備　考

北村　琢磨 尾鷲市市長公室長 事務局長

山口　修史 尾鷲市市長公室長補佐兼政策調整係長

山本　圭蔵 尾鷲市市長公室政策調整係

濵口　久範 尾鷲市市長公室政策調整係

平成２７年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会委員名簿平成２７年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会委員名簿平成２７年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会委員名簿平成２７年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会委員名簿
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尾鷲２６(H25.10～H26.9） 須賀利２６（H25.10～H26.9) （単位：円）

自家用有償運送

(乗合バス型）

自家用有償運送

(乗合バス型）

尾鷲地区・須賀利

地区合計

その他事業

合計額

【営業収益】【営業収益】【営業収益】【営業収益】

運送収入 2,103,184 175,157 2,278,341

運送雑収入

営業収益合計 2,103,184 175,157 2,278,341 0

【営業費用】【営業費用】【営業費用】【営業費用】

人件費

給料 7,500,000 5,600,000 13,100,000

手当

退職金

法定福利費

厚生福利費

臨時雇賃金

その他

小計 7,500,000 5,600,000 13,100,000 0

燃料油脂費

ガソリン費

軽油費 731,015 400,000 1,131,015

油脂費

その他

小計 731,015 400,000 1,131,015 0

修繕費

車両修繕費 296,610 163,750 460,360

その他

小計 296,610 163,750 460,360 0

固定資産償却費

車両償却費

その他

小計 0 0 0 0

保険料

自賠責保険料

車両保険 93,690 104,685 198,375

その他

小計 93,690 104,685 198,375 0

施設使用料

小計 0 0 0 0

道路使用料

小計 0 0 0 0

施設賦課税

自動車重量税

自動車税

その他

小計 0 0 0 0

その他経費 500,000 851,458 1,351,458

小計 500,000 851,458 1,351,458 0

運送費計 9,121,315 7,119,893 16,241,208 0

償却費を除く運送費 9,121,315 7,119,893 16,241,208 0

一般管理費

人件費

修繕費

固定資産償却費

保険料

施設使用料

租税公課

その他経費

小計 0 0 0 0

営業費用合計 9,121,315 7,119,893 16,241,208 0

【経常収支】【経常収支】【経常収支】【経常収支】 -7,018,131 -6,944,736 -13,962,867 0

　市町村有償運送／過疎地有償運送

　市町村名：尾鷲市

　補助対象期間：

自家用有償運送収支計算書自家用有償運送収支計算書自家用有償運送収支計算書自家用有償運送収支計算書
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事業者番号

　　あて

会計参与

記載要領

高　林　　　学　

役　職　名 氏　　　　名

岡　本　　直　之

雲　井　　　敬　

取　締　役

常　　勤

取締役社長

常　　勤

常　　勤

常　　勤

第１号様式(第２条関係)(日本工業規格Ａ列４番)第１表

事 業 概 況 報 告 書事 業 概 況 報 告 書事 業 概 況 報 告 書事 業 概 況 報 告 書

平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日まで

発行済株式総数に対する割合(％)

発行済株式数

住 所

事 業 者 名

代 表 者 名

( 役 職 名 及 び 氏 名 )

　三重県津市中央１番１号

　三重交通株式会社

　取締役社長　雲 井　　敬

　０５９－２２９－５５３３電 話 番 号

　株式会社　有限会社　合名会社　合資会社　組合

4,017,015 千円 72,783,183 株

経営形態及び資本金経営形態及び資本金経営形態及び資本金経営形態及び資本金

経　　営　　形　　態

(該当事項を○で囲むこと)

資本(基金)の額

　個人　地方公共団体　その他

主な株主主な株主主な株主主な株主(所有株式数の多い順に５名を記載すること。)

　その他事業

安　藤　　澄　人

取　締　役

取　締　役

　株式会社三重交通グループホールディングス 100%

株　　　　　主　　　　　名

監 査 役

(監事)等

役　　員役　　員役　　員役　　員

常　　勤

常　　勤

柳　　　　佳　充 常　　勤

常　　勤

北　村　　　亨　

中　島　　嘉　浩

取締役会長

竹　谷　　賢　一

専務取締役

常務取締役 梅　山　　治　久

武　藤　　隆　行 常　　勤

松　田　　　健　 非 常 勤

西　村　　昌　之 非 常 勤

事　　業　　の　　名　　称

取 締 役

(理事)等

取　締　役

監　査　役 常　　勤

経営している事業経営している事業経営している事業経営している事業

　一般乗合旅客自動車運送事業

専務取締役

取締役相談役

常務取締役

66%756

取　締　役

従業員数(人)

551

鍬　形　　幸　一

森　口　　明　好

34%

常勤非常勤の別

常　　勤

営業収入(売上高)構成比率(％)

取　締　役

非 常 勤

計 1,307 100%

１．従業員数は、給料支払の対象となった月別支給人員(日雇労務者にあっては、25人日を１人として換算)の当該

事業年度における合計人員を当該事業年度の月数で除した人数とすること。

２．会社法(平成17年法律第86号)第2条第十二号に規定する委員会設置会社にあっては、「監査役」を「執行役」と

すること。
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(単位：千円）

現金預金
537,435

受取手形
　　　　　－

未収運賃
1,513,743 5,690,000

有価証券
　　　　　－ 1,313,700

商品
　　　　　－ 　　　　　－

貯蔵品
96,282 646,646

前払費用
142,662 373,544

前払金
　　　　　－ 351,874

未収還付消費税等
　　　　　－ 246,826

未収収益
608,707 350,814

短期貸付金
1,776,699 1,682,395

立替金
　　　　　－ 489,007

82,757

428,000

繰延税金資産
204,561 　　　　　－

その他流動資産 209,490 3,912

貸倒引当金 △ 200 11,659,480

5,089,383

3,731,300

車両運搬具
2,491,612 702,831

建物
3,380,375 　　　　　－

構築物
563,444 76,244

機械装置
58,850 1,421,324

工具器具備品
93,762 178,127

6,109,828

土地 8,908,652 17,769,309

建設仮勘定
5,918

15,502,615

4,017,015

のれん
　　　　　－ 　　　　　－

ソフトウエア
　　　　　－

施設利用権
28,766

資本準備金
1,426,377

その他の無形固定資産
68,586

その他資本剰余金
22,000

1,448,377

97,352

利益準備金
　　　　　－

投資有価証券
2,676,979

任意積立金
77,650

関係会社株式
8,340,392

固定資産圧縮積立金
306,767

出資金
　　　　　－

特別償却準備金
　　　　　－

長期貸付金
　　　　　－

繰延利益剰余金
5,397,734

長期前払費用
　　　　　－ 5,782,151

破産更生債権等
　　　　　－ 　　　　　－

前払年金費用
　　　　　－ 　　　　　－

その他の投資
574,542 11,247,544

繰延税金資産
　　　　　－ 3,239,305

貸倒引当金
△ 8,900 　　　　　－

11,583,013 16,207

27,182,982 3,255,512

　　　　　－

株式交付費 　　　　　－

　　　　　－ 14,503,056

32,272,365 32,272,365

支払手形

１．有形固定資産

Ⅰ．流動資産

短期借入金

１年以内返済予定の長期借入金

１年以内償還予定社債

《流動資産合計》

Ⅱ．固定資産

預り金

前受運賃

預り運賃

未払金

未払費用

未払法人税等

未払消費税等

長期借入金

（投資その他の資産合計）

《固定資産合計》

３．投資その他の資産

《株主資本合計》

貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表貸　借　対　照　表

（資産の部） （負債の部）

平成２６年９月３０日現在

事業者名　　三重交通株式会社

科 目 金 額

買掛金

科 目 金 額

２．無形固定資産

Ⅰ．流動負債

資産の部合計

Ⅰ．株主資本

資本金

新株式申込証拠金

資本剰余金

（資本剰余金合計）

利益剰余金

（利益剰余金合計）

（有形固定資産合計）

（無形固定資産合計）

Ⅲ．繰延資産

《繰延資産合計》

Ⅱ．評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

土地再評価差額金

繰延ヘッジ損益

前受金

Ⅱ．固定負債

《流動負債合計》

退職給付引当金

役員退職慰労引当金

旅行券等引換引当金

賞与引当金

繰延税金負債

その他流動負債

社債

繰延税金負債

その他固定負債

自己株式

自己株式申込証拠金

負債の部合計

《固定負債合計》

（純資産の部）

《評価・換算差額合計》

Ⅲ．新株予約権

負債の部・純資産の部合計

純資産の部合計
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一般乗合 その他 一般貸切 その他 全事業

運送事業 乗合事業 運送事業 事　業 合　計

5,881,826 891,401 5,252,677 12,025,904

227 0 0 227

5,882,053 891,401 5,252,677 12,026,131

210,858 0 169,164 380,022

6,092,911 891,401 5,421,841 5,273,643 17,679,796

3,445,271 475,436 1,814,999

ガソリン費
16,653 0 2,115

軽 油 費
881,439 147,909 616,821

ＬＰガス費
0 0 0

そ の 他
10,967 1,938 9,805

計
909,059 149,847 628,741

事業用自動車

385,626 31,820 229,019

そ の 他
35,751 4,869 15,678

計
421,377 36,689 244,697

事業用自動車

523,558 101,214 334,563

そ の 他
104,567 14,350 58,011

計
628,125 115,564 392,574

73,743 6,815 43,788

26,069 3,599 14,458

0 0 0

74,019 9,580 46,500

7,577 1,023 7,814

133,721 86,683 102,127

1,130,079 98,830 1,280,958

6,849,040 984,066 4,576,656

282,691 39,292 184,642

258,032 35,945 175,734

540,723 75,237 360,376

7,389,763 1,059,303 4,937,032 4,247,180 17,633,278

△ 1,296,852 △ 167,902 484,809 1,026,463 46,518

0 0 0 335,257 335,257

58,667 3,399 71,170 226,948 360,184

58,667 3,399 71,170 562,205 695,443

23,954 2,949 14,976 36,792 78,671

3,246 457 2,189 1,876 7,768

27,200 3,406 17,165 38,668 86,439

31,467 △ 7 54,005 523,537 609,004

△ 1,265,385 △ 167,909 538,814 1,550,000 655,522

(注)「その他乗合事業」とは、高速バス、定期観光バス及び限定バスのことをいう。

そ の 他

経 常 損 益

営 業 損 益

営 業

外

収 益

営 業

外

費 用

合 計

営 業 外 損 益

金 融 費 用

そ の 他

合 計

金 融 収 益

そ の 他

修 繕 費

減価償却費

種　別

旅 客 運 賃

そ の 他

営

業

費

用

運

送

費

人 件 費

合 計

保 険 料

道 路 使 用 料

そ の 他

計

一 般

管 理

費

計

人 件 費

一般乗合旅客自動車運送事業損益明細表一般乗合旅客自動車運送事業損益明細表一般乗合旅客自動車運送事業損益明細表一般乗合旅客自動車運送事業損益明細表

平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日まで

住　　所：三重県津市中央１番１号

事 故 賠 償 費

施 設 使 用 料

自 動 車 リ ー ス 料

施 設 賦 課 税

事業者名：三重交通株式会社

(単位：千円)

区　分

営

業

収

益

運 送

収 入

計

合 計

運 送 雑 収

燃料油脂費
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(単位：千円)

運 送 者 そ の 他 計

役 員 報 酬 0 0 0 55,856 55,856

給 料 ・ 手 当 1,588,711 447,614 2,036,325 114,645 2,150,971

賞 与 345,848 100,686 446,535 29,253 475,788

（ 小 計 ） 1,934,559 548,301 2,482,860 199,754 2,682,614

(支払延人員)(人月) (4,899) (1,395) (6,294) (325) (6,619)

退 職 金 124,880 60,566 185,446 13,902 199,349

法 定 福 利 費 325,627 88,162 413,789 31,303 445,092

厚 生 福 利 費 40,050 8,097 48,148 20,293 68,441

臨 時 雇 賃 金 0 0 0 0 0

(雇用延人員)(人日) (0) (0) (0) (0) (0)

そ の 他 人 件 費 256,987 58,042 315,029 17,438 332,467

合 計 2,682,104 763,168 3,445,272 282,691 3,727,963

役 員 報 酬 0 0 0 7,705 7,705

給 料 ・ 手 当 243,475 54,710 298,185 16,042 314,227

賞 与 50,010 12,077 62,087 4,092 66,179

（ 小 計 ） 293,485 66,787 360,272 27,839 388,111

(支払延人員)(人月) (814) (164) (978) (45) (1,023)

退 職 金 22,197 7,551 29,748 1,960 31,709

法 定 福 利 費 49,291 11,269 60,560 4,376 64,937

厚 生 福 利 費 6,349 947 7,296 2,681 9,977

臨 時 雇 賃 金 0 0 0 0 0

(雇用延人員)(人日) (0) (0) (0) (0) (0)

そ の 他 人 件 費 0 17,560 17,560 2,435 19,994

合 計 371,322 104,114 475,436 39,292 514,727

役 員 報 酬 0 0 0 37,624 37,624

給 料 ・ 手 当 714,173 345,801 1,059,974 75,310 1,135,284

賞 与 121,356 75,405 196,761 19,268 216,030

（ 小 計 ） 835,530 421,206 1,256,736 132,203 1,388,938

(支払延人員)(人月) (1,820) (1,088) (2,908) (212) (3,120)

退 職 金 45,775 43,934 89,708 8,718 98,427

法 定 福 利 費 140,721 76,134 216,855 20,452 237,307

厚 生 福 利 費 17,724 14,522 32,246 13,681 45,928

臨 時 雇 賃 金 0 0 0 0 0

(雇用延人員)(人日) (0) (0) (0) (0) (0)

そ の 他 人 件 費 117,165 102,289 219,454 9,587 229,041

合 計 1,156,915 658,085 1,814,999 184,642 1,999,641

役 員 報 酬 31,451

給 料 ・ 手 当 1,446,390

賞 与 257,076

（ 小 計 ） 1,734,918

(支払延人員)(人月) (4,926)

退 職 金 105,387

法 定 福 利 費 319,155

厚 生 福 利 費 23,681

臨 時 雇 賃 金 0

(雇用延人員)(人日) (0)

そ の 他 人 件 費 719,851

合 計 2,902,992

役 員 報 酬 132,637

給 料 ・ 手 当 5,046,872

賞 与 1,015,073

（ 小 計 ） 6,194,581

(支払延人員)(人月) (15,688)

退 職 金 434,871

法 定 福 利 費 1,066,491

厚 生 福 利 費 148,027

臨 時 雇 賃 金 0

(雇用延人員)(人日) (0)

そ の 他 人 件 費 1,301,354

合 計 9,145,324

(注)「その他乗合事業」とは、高速バス、定期観光バス及び限定バスのことをいう。

全

事

業

合

計

一

般

乗

合

旅

客

運

送

事

業

そ

の

他

乗

合

運

送

事

業

一

般

貸

切

旅

客

運

送

事

業

そ

の

他

事

業

一般旅客自動車運送事業人件費明細表一般旅客自動車運送事業人件費明細表一般旅客自動車運送事業人件費明細表一般旅客自動車運送事業人件費明細表

平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日まで

合 計区 分

種

別

運 送 費

住　　所：三重県津市中央１番１号

事業者名：三重交通株式会社

一 般 管 理 費
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（単位：千円）

種　別 一般乗合 その他 一般貸切 その他 全事業

資産の種類 運送事業 乗合事業 運送事業 事　業 合　計

1,464,639 212,143 793,139 7,198 2,477,121

3,242 187 2,361 8,699 14,491

1,467,882 212,330 795,500 15,898 2,491,612

848,915 69,263 406,835 2,055,361 3,380,375

123,437 10,071 50,422 379,513 563,444

42,567 2,460 10,439 3,382 58,850

40,039 2,314 17,946 33,461 93,762

2,843,257 231,504 1,406,853 4,427,037 8,908,652

5,918 0 0 0 5,918

0 0 0 0 0

5,372,017 527,945 2,687,997 6,914,655 15,502,615

50,942 3,978 28,700 13,730 97,352

0 0 0 11,583,013 11,583,013

5,422,960 531,924 2,716,697 18,511,400 27,182,982

（注）「その他乗合事業」とは、高速バス、定期観光バス及び限定バスのことをいう。

一般旅客自動車運送事業固定資産明細表一般旅客自動車運送事業固定資産明細表一般旅客自動車運送事業固定資産明細表一般旅客自動車運送事業固定資産明細表

平成２６年９月３０日現在

有

形

固

定

資

産

車

両

事業用自動車

そ の 他 車 両

計

建 物

構 築 物

機 械 装 置

住　　所：三重県津市中央１番１号

事業者名：三重交通株式会社

固 定 資 産 合 計

工 具 器 具 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

合 計

無 形 固 定 資 産

投 資 等

- 44 -



一般乗合 その他 一般貸切 その他

運送事業 乗合事業 運送事業 事　業

専属及び営業収益割 8.4% 0.5% 10.2% 80.9%

専属 ― ― ― ―

専属 ― ― ― ―

修 繕 費 車 両 修 繕 費 専属 ― ― ― ―

その他修繕費 専属及び営業費用割 63.5% 8.6% 27.9% ―

減 価 償 却 費 車 輌 償 却 費 専属 ― ― ― ―

その他償却費 専属及び営業費用割 59.1% 8.1% 32.8% ―

専属及び営業費用割 59.3% 5.5% 35.2% ―

専属及び営業費用割 59.1% 8.2% 32.7% ―

専属及び営業費用割 56.9% 7.4% 35.7% ―

事 故 賠 償 費 専属 ― ― ― ―

道 路 使 用 料 専属 ― ― ― ―

そ の 他 経 費 専属及び営業費用割 45.0% 3.9% 51.1% ―

営業費用割 42.9% 6.0% 28.6% 22.5%

専属及び営業費用割 31.5% 3.9% 19.9% 44.7%

専属 ― ― ― ―

専属及び実働日車数割 22.4% 1.3% 16.3% 60.0%

専属及び実在日車数割 25.1% 2.0% 12.0% 60.9%

専属及び実在日車数割 21.9% 1.8% 8.9% 67.4%

専属及び実働日車数割 72.3% 4.2% 17.7% 5.8%

専属及び実働日車数割 42.7% 2.5% 19.1% 35.7%

専属及び実在日車数割 31.9% 2.6% 15.8% 49.7%

専属 ― ― ― ―

住　　所：三重県津市中央１番１号

事業者名：三重交通株式会社

各事業に関連する収益及び費用並びに各事業に関連する収益及び費用並びに各事業に関連する収益及び費用並びに各事業に関連する収益及び費用並びに

固定資産の配分に関する明細表固定資産の配分に関する明細表固定資産の配分に関する明細表固定資産の配分に関する明細表

一 般 管 理 費

関連科目 配分基準

燃 料 油 脂 費

人 件 費

平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日まで

施 設 賦 課 税

そ の 他 経 費

運

送

費

営

業

費

用

施 設 使 用 料

工 具 器 具 備 品

土 地

営 業 外 収 益

保 険 料

建 設 仮 勘 定

固

定

資

産

車

両

営 業 外 費 用

事 業 用 自 動 車

そ の 他 車 両

機 械 装 置

建 物

構 築 物
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輸送実績

一 般 乗 合 旅 客

自 動 車 運 送 事 業

定 期 （人）

10,115,607

定 期 外 （人）

17,642,207

計 （人）

27,757,814

輸送回数

実 車 粁 （㎞）

22,560,126.4

空 車 粁 （㎞）

5,333,275.2

計 （㎞）

27,893,401.6

期末実在車両数 （両）

523

延 実 在 車 両 数 （日車）

191,074

延 実 働 車 両 数 （日車）

184,318

営 業 収 入 （千円）

6,092,911

営 業 費 （千円）

7,389,763

営 業 損 益 （千円）

△ 1,296,852

営 業 収 支 率 （％）

82.45%

輸 送 人 員 （人）

150.6

輸 送 回 数

実 車 粁 （㎞）

122.4

営 業 収 入 （円）

33,057

営 業 費 （円）

40,092

営 業 損 益 （円）

△ 7,036

営 業 収 入 （円銭）

218.44

営 業 費 （円銭）

264.93

営 業 損 益 （円銭）

△ 46.49

記載要領

　　営業収支率は、次の算式により算出すること。

営業収支の欄の営業収入

営業収支の欄の営業費

実働車

１日１車当たり

走行粁

１㎞当たり

事業者名：三重交通株式会社

＝

旅客自動車運送事業輸送実績旅客自動車運送事業輸送実績旅客自動車運送事業輸送実績旅客自動車運送事業輸送実績

輸送人員

平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日まで

営業収支率

走行粁

事業用自動車

×１００

営業収支
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事業者番号

　　あて

会計参与

記載要領

取　締　役 安　藤　　澄　人

武　藤　　隆　行

森　口　　明　好

西　村　　昌　之

常　　勤

非 常 勤

非 常 勤

非 常 勤

主な株主主な株主主な株主主な株主(所有株式数の多い順に５名を記載すること。)

　株式会社三重交通グループホールディングス 100%

事　　業　　の　　名　　称 従業員数(人)

監　査　役 鍬　形　　幸　一

取　締　役

常務取締役 梅　山　　治　久

取　締　役

監 査 役

(監事)等

経営している事業経営している事業経営している事業経営している事業

松　田　　　健　

取 締 役

(理事)等

取　締　役

専務取締役

取　締　役

常　　勤

常　　勤

取　締　役

常　　勤

氏　　　　名

岡　本　　直　之

雲　井　　　敬　

常　　勤

常　　勤

常　　勤

竹　谷　　賢　一

高　林　　　学　

常　　勤

常　　勤

柳　　　　佳　充 常　　勤

常　　勤

２．会社法(平成17年法律第86号)第2条第十二号に規定する委員会設置会社にあっては、「監査役」を「執行役」と

すること。

１．従業員数は、給料支払の対象となった月別支給人員(日雇労務者にあっては、25人日を１人として換算)の当該

事業年度における合計人員を当該事業年度の月数で除した人数とすること。

　一般乗合旅客自動車運送事業

　その他事業

(1) ―

代 表 者 名

( 役 職 名 及 び 氏 名 )

電 話 番 号

うちデマンドバス運行にかかるもの

取締役会長

取締役社長

専務取締役

取締役相談役

551

役　　員役　　員役　　員役　　員

計

発行済株式総数に対する割合(％)

100%

営業収入(売上高)構成比率(％)

34%

66%

1,307

756

株　　　　　主　　　　　名

中　島　　嘉　浩

北　村　　　亨　

第１号様式(第２条関係)(日本工業規格Ａ列４番)第１表

事 業 概 況 報 告 書事 業 概 況 報 告 書事 業 概 況 報 告 書事 業 概 況 報 告 書

平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日まで

　株式会社　有限会社　合名会社　合資会社　組合

4,017,015 千円 72,783,183 株

経営形態及び資本金経営形態及び資本金経営形態及び資本金経営形態及び資本金

経　　営　　形　　態

(該当事項を○で囲むこと)

資本(基金)の額

　個人　地方公共団体　その他

　三重県津市中央１番１号

　三重交通株式会社

　取締役社長　雲 井　　敬

　０５９－２２９－５５３３

常務取締役

住 所

事 業 者 名

役　職　名

発行済株式数

常勤非常勤の別
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一般乗合 うちデマンドバス その他 一般貸切 その他 全事業

運送事業 運行にかかるもの 乗合事業 運送事業 事　業 合　計

5,881,826 225 891,401 5,252,677 12,025,904

227 0 0 227

5,882,053 225 891,401 5,252,677 12,026,131

210,858 0 0 169,164 380,022

6,092,911 225 891,401 5,421,841 5,273,643 17,679,796

3,445,271 942 475,436 1,814,999

ガ ソ リ ン 費
16,653 0 0 2,115

軽 油 費
881,439 120 147,909 616,821

Ｌ Ｐ ガ ス 費
0 0 0 0

そ の 他
10,967 1 1,938 9,805

計
909,059 121 149,847 628,741

事業用自動車
385,626 10 31,820 229,019

そ の 他
35,751 0 4,869 15,678

計
421,377 10 36,689 244,697

事業用自動車
523,558 143 101,214 334,563

そ の 他
104,567 2 14,350 58,011

計
628,125 145 115,564 392,574

73,743 20 6,815 43,788

26,069 7 3,599 14,458

0 0 0 0

74,019 2 9,580 46,500

7,577 0 1,023 7,814

133,721 0 86,683 102,127

1,130,079 158 98,830 1,280,958

6,849,040 187 984,066 4,576,656

282,691 7 39,292 184,642

258,032 7 35,945 175,734

540,723 14 75,237 360,376

7,389,763 1,419 1,059,303 4,937,032 4,247,180 17,633,278

△ 1,296,852 △ 1,194 △ 167,902 484,809 1,026,463 46,518

0 0 0 0 335,257 335,257

58,667 0 3,399 71,170 226,948 360,184

58,667 0 3,399 71,170 562,205 695,443

23,954 6 2,949 14,976 36,792 78,671

3,246 0 457 2,189 1,876 7,768

27,200 6 3,406 17,165 38,668 86,439

31,467 △ 6 △ 7 54,005 523,537 609,004

△ 1,265,385 △ 1,200 △ 167,909 538,814 1,550,000 655,522

(注)「その他乗合事業」とは、高速バス、定期観光バス及び限定バスのことをいう。

営

業

費

用

運

送

費

人 件 費

経 常 損 益

営 業 損 益

営業外

収 益

営業外

費 用

合 計

営 業 外 損 益

金 融 費 用

合 計

保 険 料

そ の 他

合 計

金 融 収 益

そ の 他

合 計

計

人 件 費

そ の 他

運 送 雑 収

燃料油脂費

修 繕 費

減価償却費

道 路 使 用 料

そ の 他

計

一 般

管理費

一般乗合旅客自動車運送事業損益明細表一般乗合旅客自動車運送事業損益明細表一般乗合旅客自動車運送事業損益明細表一般乗合旅客自動車運送事業損益明細表

平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日まで

住　　所：三重県津市中央１番１号

事 故 賠 償 費

施 設 使 用 料

自 動 車 リ ー ス 料

施 設 賦 課 税

種　別

旅 客 運 賃

そ の 他

事業者名：三重交通株式会社

(単位：千円)

区　分

営

業

収

益

運 送

収 入

計
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輸送実績

一 般 乗 合 旅 客 うちデマンドバス

自 動 車 運 送 事 業 運行にかかるもの

定 期 （人）

10,115,607 0

定 期 外 （人）

17,642,207 1,325

計 （人）

27,757,814 1,325

輸送回数

実 車 粁 （㎞）

22,560,126.4 6,169.7

空 車 粁 （㎞）

5,333,275.2 2,111.5

計 （㎞）

27,893,401.6 8,281.2

サービス提供時間 （時間）

206.0

期末実在車両数 （両）

523 1

延 実 在 車 両 数 （日車）

191,074 365

延 実 働 車 両 数 （日車）

184,318 206

営 業 収 入 （千円）

6,092,911 225

営 業 費 （千円）

7,389,763 1,419

営 業 損 益 （千円）

△ 1,296,852 △ 1,194

営 業 収 支 率 （％）

82.45% 15.86%

輸 送 人 員 （人）

150.6 6.4

輸 送 回 数

実 車 粁 （㎞）

122.4 30.0

営 業 収 入 （円）

33,057 1,092

営 業 費 （円）

40,092 6,888

営 業 損 益 （円）

△ 7,036 △ 5,796

営 業 収 入 （円銭）

218.44 27.17

営 業 費 （円銭）

264.93 171.35

営 業 損 益 （円銭）

△ 46.49 △ 144.18

記載要領

　　営業収支率は、次の算式により算出すること。

営業収支の欄の営業収入

営業収支の欄の営業費

旅客自動車運送事業輸送実績旅客自動車運送事業輸送実績旅客自動車運送事業輸送実績旅客自動車運送事業輸送実績

輸送人員

平成２５年１０月１日から平成２６年９月３０日まで

営業収支率

走行粁

事業用自動車

×１００

営業収支

実働車

１日１車当たり

走行粁

１㎞当たり

事業者名：三重交通株式会社

＝
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